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第 1章 計画の概要 
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１ 計画策定の趣旨と背景

国全体が抱える大きな社会問題のひとつである少子化1が加速する現在、平成25年の合計特殊

出生率 （１人の女性が一生の間に産む子どもの数）は1.43と、平成24年の1.41に比べ若干

上昇しているものの、人口を維持するのに必要な 2.07 を大きく下回っています。一方で、夫婦

が実際に産む子どもの人数の平均と、夫婦が理想とする子どもの人数の平均との間には開きがみ

られ、その理由として、子育てに関する不安感や、仕事と子育てとの両立に対する負担感がある

ことが指摘されています。女性の社会進出に伴う低年齢児からの保育ニーズの増大、核家族化の

進行や地域のつながりの希薄化を背景とした子育て不安を抱える保護者の増加など、子ども・子

育てをめぐる家庭や地域の状況は変化し続けています。同時に平成 25 年は、戦後最も亡くなっ

た人の数が多くなり、死亡数は 126 万 8,432 人で戦後最多を更新する一方で、出生数は 102

万 9,800人で過去最少に低迷し、自然減は23万8,632人となり、これまでで最も大きな減少

となりました。

国では、少子化対策として平成 15 年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、

総合的な取り組みを進めてきましたが、子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、新た

な支援制度を構築していくため、平成22年の「子ども・子育てビジョン」の閣議決定、子ども・

子育て新システム検討会議の設置を皮切りに、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための

包括的・一元的なシステムの構築について検討が進められてきました。 

平成 24 年には、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の新たな給付や、認定こども園

法の改善などが盛り込まれた「子ども・子育て関連３法」2が制定されました。新たな制度のもと

では、「子どもの最善の利益」が実現される社会をめざすとの考えを基本に、制度、財源を一元化

して新しい仕組みを構築し、子どもの幼児期の学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、

家庭における養育支援等を総合的に推進していくことがめざされています。 

本市は、平成 17 年度に「豊明市次世代育成支援行動計画（前期計画）とよあけキッズしあわ

せプランⅠ」、平成22年度に「豊明市次世代育成支援行動計画（後期計画）とよあけキッズしあ

わせプランⅡ」を策定し、市民、地域、行政の協働による子育て環境の整備に取り組んできまし

た。 

しかしながら、本市においても少子化や世帯規模の縮小、さらなる教育・保育のニーズの増大

など、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。 

以上のことを踏まえ、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境を整

備することを目的に、本計画を策定しました。 

1子どもの出生数の減少や出生率の低下が進行する状態のこと。高齢化や将来の人口減少の原因となる社会問題と

して近年クローズアップされている。 
2「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の３制度のこと。
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２ 計画の法的根拠と位置づけ

本計画は、「子ども・子育て支援3法」の基本理念と「子ども・子育て支援の意義に関する事項」

をふまえた、同法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画4です。なお、本計画は、

少子化解消推進対策とも深く関わりを持つため、次世代育成支援対策推進法に基づく「豊明市次

世代育成支援行動計画（後期計画）とよあけキッズしあわせプランⅡ」の考え方を継承するもの

とします。 

また、本計画は、上位計画である「豊明市総合計画」や、その他関連計画が定めるあらゆる子

どもの人権の尊重と子どもの最善の利益を考慮して策定しています。 

３ 計画の期間

本計画の期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５か年とします。計画最終年度である

平成31年度には計画の達成状況の確認と見直しを行います。

（年度） 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

豊明市子ども・子育て支援事業計画（本計画）

次期計画 
（平成 32年度～）

3すべての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国もしくは地方公共団体または地

域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援。子ども・子育て支援法は

その法律を指す。
4５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画。新制度の実施主体

として、特別区を含めた全市町村が作成する。 

計画 
策定 

評価・ 
次期計画策定
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４ 新制度の事業の全体像

「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年８月に成立した、「子ども・子育て支援法」「認

定こども園5法の一部改正法」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連３法に基づく制度のことをいいます。

主なポイントは「保育の量的拡大・確保」「認定こども園の普及」「地域子ども・子育て支援の強

化」です。 

（１）平成 26年度までの制度の概要
平成26年度における各施設の概要は以下のとおりです。 

①認可保育所 

保護者の労働や疾病などの事由により保育が必要な０歳から就学前の子どもを保育すること

を目的とした施設です。国が定める最低基準に適合した施設で、都道府県の許可を受けた定員

20人以上のものです。児童福祉法に基づいています。 

②認可外保育施設 

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事（政令指定都市市長、中核市市長を

含む。以下同じ）が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでい

ます。 

③幼稚園 

３歳から就学前の子どもに適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とし

た施設です。学校教育法に基づいています。 

5保育所及び幼稚園等における小学校就学前の子どもに対する保育及び教育ならびに保護者に対する子育て支援の

総合的な提供を行う施設であり、「保護者が働いている・いないにかかわらずすべてのこどもが利用できる」「０

～５歳の年齢の違うこども同士が共に育つ」「子育て相談などの子育て支援を行い、地域の子育て家庭を支援する」

等の機能をもつ。都道府県知事が条例に基づき認定する。 
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（２）教育・保育事業の新制度への流れ

新制度では、働きながら子育てしやすい環境の構築のため、保育の量的拡大及び確保に取り組

みます。平成 26 年 4 月現在、本市に待機児童はいませんが、一部の保育所においては、定員

の上限に近い状態の施設があります。 

① 幼稚園・認可保育所の新制度への流れ 

現行の幼稚園、保育園については、幼稚園が文部科学省管轄、認可保育所が厚生労働省管轄

であり、財源も異なっていましたが、新制度では施設型給付として内閣府に一元化されます。 

② 認可外保育施設及びそのほか小規模保育施設等の新制度への流れ 

平成26年度までの認可外保育施設（なかよし共同保育所、Baby Hugs保育園、保育施設

マミー）及び小規模保育施設は、これまで国庫補助の対象とされていませんでしたが、新制度

においては、地域型保育事業6としての基準を満たせば、地域型保育給付対象となり得るため、

申請等の手続きを経て、財政支援を受けることができるようになります。 

6小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う事業。 
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（３）子どものための教育・保育給付と地域子ども・子育て支援事業

新制度では大きく「教育・保育給付」と「地域子ども・子育て支援事業」に分かれます。 

① 子どものための教育・保育給付 

学校教育と、保育の必要性のある子どもへの保育について、幼稚園・保育園・小規模保育7等

の施設を利用した場合に給付対象となります。 

給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、保護者への直接的な給付ではなく、

各施設が代理で給付を受け、保護者は施設等からサービスを受ける仕組み（法定代理受領）と

なります。 

給付は「施設型給付」と「地域型保育給付」に分かれます。 

■ 施設型給付 

施設型給付の対象事業は、「認定こども園」（豊明市にはありません）、「幼稚園」「認可保育

所」等の教育・保育施設8です。 

■ 地域型保育給付 

新制度では定員が19人以下の保育事業について、市町村による認可事業（地域型保育事業）

として、地域型保育事業の給付の対象となります。 

地域型保育給付対象事業は、「小規模保育事業」「家庭的保育事業」「居宅訪問型保育事業」「事

業所内保育事業」の４種類から構成されます。 

7主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が６人以上 19 人以下で保育を行う事業。 
8「認定こども園法」に規定する認定こども園、「学校教育法」に規定する幼稚園、及び児童福祉法に規定する保

育所をいう。 
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② 地域子ども・子育て支援事業

地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の子ども・子育て家庭の実情に応じて実施する

事業です。 

地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法で13事業定められており、その13

事業は交付金の対象となります。 

１．時間外保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こ

ども園、保育所等において保育を実施する事業。 

２．放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校

の余裕教室、児童館9等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業。 

３．子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、

児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業。短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）

及び夜間養護等事業。（トワイライトステイ事業） 

４．地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助

言その他の援助を行う事業。 

５．一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、

認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要

な保護を行う事業。 

６．病児・病後児保育事業 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等

する事業。 

9児童福祉法第 40 条に基づく児童福祉施設である児童厚生施設の一種で、児童に健全な遊びを与えて、その健康

を増進し、情操を豊かにすることを目的としている。児童の遊びを指導する者（児童厚生員）が配置されている。 
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７．ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける

ことを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事

業。 

８．妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、②検査

計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業。 

９．乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把

握を行う事業。 

10．養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことに

より、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業。 

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に資する事業） 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員や

ネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施

する事業。 

11．利用者支援事業【新規】 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及

び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業。 

12．実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規】 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、

文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用等を助

成する事業。 

13．多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業【新規】 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を

活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進するための事業。 

※12 13 の事業については、後述の「量の見込み」と「確保方策」を定めていません。地域の実情に応じ、今後

必要に応じ、実施を検討します。 
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（４）保育認定について

①保育の必要性の認定について 

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必

要性を認定した上で給付を支給する仕組みになっています。 

１．認定区分 

 保育の必要性の認定（２号、３号の保育の必要性の認定を受ける子ども）にあたっては以下

の３点について基準を策定します。 

  （１）事由 

      ア．就労   

        フルタイム他、パート、夜間の就労など基本的にすべての就労 

      イ．就労以外の事由 

        保護者の疾病・障がい、産前産後、同居親族の介護、災害復旧、求職活動及

び就学等、またそれらに類するものとして豊明市が定める事由 

２．区分（月単位の保育の必要量に関する区分） 

ア．保育標準時間  

        主にフルタイムの就労を想定した長時間利用 

      イ．保育短時間 

        主にパートタイムの就労を想定した短時間利用 

        （本市では、下限時間を60時間と設定） 

３．優先利用 

        ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ども等 
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市町村が独自に保育開始時間を設定 

保育短時間の開始時間も 

市町村が独自に設定可能

保育時間以降は 

延長保育時間とする

（５）保育標準時間と保育短時間について

保護者の就労時間に応じて、保育標準時間（11 時間）と保育短時間（８時間）の２つの区分

に分けられます。 

保育標準時間：  主に両親ともにフルタイムの就労を想定。１日あたり11時間までの利用に対

応するもの 

保育短時間：   両親の両方またはいずれかがパートタイムの就労を想定。１日あたり８時間

までの利用に対応するもの 

図表 保育所利用時間の違い   

※本市は日曜保育、祝日保育は実施せず、保育開始時間は保育標準時間が午前7時 30分、 

保育短時間は午前８時15分とする。 

保育短時間 ８時間 

延長保育時間 保育時間 

保育標準時間 11時間 
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（６）豊明市の保育認定基準

① １か月において、60時間以上労働することを常態とすること。 

② 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。 

③ 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。 

④ 同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護または看護していること。 

⑤ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 

⑥ 求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っていること。 

⑦ 次のいずれかに該当すること。 

ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校、同法第 124 条に規定

する専修学校、同法第 134 条第１項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設

に在学していること。 

イ 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の６第３項に規定する公共職

業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第 27 条第１項に規定する職業能力開

発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練または職業訓練の

実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号）第４条第

２項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。 

⑧ 次のいずれかに該当すること。 

ア 児童虐待10の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）第２条に規定する児童虐

待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められること。 

イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）

第１条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難で

あると認められること（アに該当する場合を除く。） 

⑨ 育児休業11をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学

前子どもが特定教育・保育施設または特定地域型保育事業（以下この号において「特定教育・

保育施設等」という。）を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引

き続き利用することが必要であると認められること。 

⑩ 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。 

10身体的虐待、心理的虐待（言葉のおどしや無視）、ネグレクト（養育・保護の怠慢、拒否）、性的虐待など、子

どもの健全な育成を妨げること。虐待を疑ったり発見した場合の通告は、法律で義務づけられている。 
11労働者は、対象となる子どもが１歳（一定の条件を満たす場合は、１歳６か月）に達するまでの間で、申出によ

り子どもを養育するための休業を取得することができ、事業主は、このことを理由に解雇その他不利益な取扱い

をすることを禁止されている。また、育児休業の他に、一定の要件を満たした中で、働きながら子どもの養育が

できる制度として、時間外労働や深夜業の制限（小学校就学前の子どもの養育を行う場合）の制度、勤務時間の

短縮など（３歳未満の子どもの養育を行う場合）の措置がある。 
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第２章 子ども・子育てを取り巻く現状 
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1,570

1,605

1,770

1,812

1,842

2,077

2,243

2,579

3,021

2,562

2,107

1,812

2,131

2,374

2,200

1,529

921

371

506

05001,0001,5002,0002,5003,0003,500

男性（34,763人)

(人)

1,389

1,424

1,704

1,771

1,782

1,887

1,961

2,321

2,769

2,350

1,911

1,728

2,272

2,515

2,325

1,605

1,089

684

381

 0  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上
女性（33,868人)

(人)

１ 統計からみる豊明市の状況

（１）人口構成の状況

平成 26 年の本市の年齢別人口（５歳階級別）をみると、男女ともに 40～44 歳が最も多く、

次いで65～69歳となっており、40歳代前半と60歳代後半の２つのピークがみられます。 

年少人口の割合は年齢が低くなるほど、少なくなっています。 

■年齢別人口（平成26年） 

資料：住民基本台帳(平成 26 年 10 月)
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11,625 10,330 10,003 10,152 10,036 9,355 8,607 7,958 7,319

45,313 47,741 47,575 46,802 45,377 43,675 42,941 42,438 41,205

5,043 6,741 8,767 11,265 14,332 17,315 18,552 18,767 19,203

62,160
64,869 66,495 68,285 69,745 70,345 70,100 69,163 67,727

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

(人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

1,811 1,774 1,808 1,789 1,790 1,726 1,729 1,709 1,683 1,655

1,890 1,860 1,801 1,788 1,759 1,794 1,755 1,757 1,694 1,697

2,007 1,941 1,889 1,830 1,812 1,761 1,741 1,712 1,747 1,709

2,224 2,139 2,034 1,969 1,922 1,874 1,816 1,799 1,748 1,728

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

平成

31年

０～２歳 ３～５歳 ６～８歳 ９～11歳

（人）

（２）人口の推移と今後の推計

人口推計をみると、平成 27 年から平成 32 年までの５年間をピークとして、減少に転じてい

くと推計されています。また高齢者数は、今後増え続けると予想され、平成 37 年（2025 年）

には高齢化率が27％と、4人に１人以上が65歳以上の高齢者となる見込みです。 

 ■豊明市の人口推移と推計 

（３）年少人口の推移と推計

平成 22 年からの推移と平成 31 年までの推計をみると、年少人口は全体的に減少していくと

見込まれています。 

 ■年少人口の推移と推計 

資料：国立社会保障人口問題研究所

推移：住民基本台帳(各年 10 月)

推計：コーホート変化率法による推計値

推計 
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578 575 578 581 599

8.3 8.3 8.3
8.4 8.6

9.4
9.7 9.6 9.5 9.3

8.4 8.5 8.5

8.3 8.2

3.0

6.0

9.0

12.0

0

400

800

1,200

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

(人）

出生数 出生率（豊明市）

出生率（愛知） 出生率（全国）

（人口千対）

19,515
21,814 23,436 25,176 26,843

3.10
2.90

2.76 2.65 2.55

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成２年 平成７年 平成12年平成１7年平成22年

一般世帯数 １世帯当たり人員数

（世帯） （人）

（４）世帯の状況

 本市の世帯数をみると、平成２年から一貫して増加し、平成22年には26,843世帯となって

います。一方で１世帯当たりの世帯人員は減少しており、世帯の少人数化が進んでいることがわ

かります。 

 ■世帯数及び１世帯当たり世帯人員の推移 

（５）出生率の推移

本市の出生数をみると、年間570人から600人の新生児が生まれています。出生率は愛知県

平均を下回っているものの、平成 20 年の 8.3%と比べ、平成 24 年には 8.6%となっており、

わずかに上昇しています。 

 ■出生率と出生数について 

資料：国勢調査

資料：国勢調査
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1.8 

1.5 

1.7 

1.6 

1.6 

8.2 

9.8 

9.3 

8.5 

9.7 

32.2 

31.3 

27.3 

29.2 

31.7 

34.9 

35.3 

38.6 

36.2 

36.5 

19.7 

19.8 

20.1 

22.1 

19.6 

3.2 

2.2 

2.9 

2.4 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成24年

平成23年

平成22年

平成21年

平成20年

19歳以下 20～24歳 25～29歳

30～34歳 35～39歳 40歳以上

316 

277 290 280
311

68 82 92
72 81

0

100

200

300

400

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

婚姻数 離婚数

（件）

（６）出産割合

 本市の母親の年齢別出産割合をみると、24歳以下で出産する割合が減少している一方、40歳

以上の出産割合が増加しており、出産する年齢が高くなっています。 

 ■年齢別出産割合 

（７）配偶関係

 本市の婚姻数と離婚数をみると、婚姻数はこの 5 年間増減を繰り返しながら、300 件前後で

推移しています。離婚数については平成 20年の 68 件に比べ、平成 24年は 81 件となってお

り、離婚数が増えている傾向がみられます。 

 ■婚姻数と離婚数 

資料：愛知県衛生年報

資料：愛知県衛生年報
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92.3 93.5 94.1 92.8 92.4

61.5
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28.5
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41.7
45.9 46.0

17.1 19.0
23.0
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14.0
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17.0 20.0

0

100
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20～24歳 25～29歳
30～34歳 35～39歳
40～45歳 46～49歳

（％）

88.1 89.1 90.0 89.6 89.4

34.0

45.1
51.8

56.5 55.8

7.6 13.8
20.6

25.5
30.3

4.4 6.2 9.7
13.5 18.0

2.8 3.4 4.5 7.9 12.4
2.2 2.6 3.6 5.3 8.10

100

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

20～24歳 25～29歳
30～34歳 35～39歳
40～45歳 46～49歳

（％）

17.4 

66.3 

71.7 63.7 
65.3 68.1 72.1 

70.2 

62.3 

47.7 

13.8 

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

数値表記は平成22年

平成２年 平成12年 平成22年

（％）

（８）未婚率

 豊明市における未婚率をみると、男性、女性ともに、すべての年齢層で以前と比べ上昇傾向に

あります。 

 ■男性の未婚率の推移           ■女性の未婚率の推移 

（９）女性の就労の状況

 豊明市における女性の就業率12をみると、平成2年と平成12年に比べ、平成22年での25

歳から29歳、30歳から34歳の就業率は上昇しています。 

■女性の就業率

1215 歳以上の人口に占める就業者の割合。総務省統計局が毎月行っている「労働力調査」において、完全失業率と

ともに公表されている。 

資料：国勢調査

資料：国勢調査
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0歳, 7.9% 0歳, 7.5% 0歳, 9.0% 0歳, 7.8% 0歳, 8.2%

1歳, 19.6%
1歳, 22.9% 1歳, 22.2%

1歳, 24.8% 1歳, 23.9%

2歳, 27.1% 2歳, 28.1%
2歳, 30.4% 2歳, 28.9% 2歳, 32.9%

3歳, 46.9% 3歳, 47.7% 3歳, 48.6% 3歳, 48.4% 3歳, 48.3%

4歳, 55.1%

4歳, 49.5%
4歳, 48.8%

4歳, 51.8% 4歳, 51.7%

5歳, 48.7%

5歳, 58.9%

5歳, 54.1% 5歳, 54.7%
5歳, 55.6%
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平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

（%）

0歳 1歳 2歳 4歳 5歳

43.4% 48.3% 49.6% 47.4%

56.0% 51.0% 49.8% 51.9%
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20%
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（人）

豊明市民以外 豊明市民

（1０）幼稚園等の状況
 本市の幼稚園児数をみると、豊明市外からの幼稚園利用者が43.4％から多い年には49.6%が

利用しており、およそ半数が市外からの幼稚園利用となっています。 

市内の幼稚園へ通う児童数は、およそ1,500人から1,400人の間で推移しています。豊明市

民の児童は減少傾向にありますが、名古屋市緑区など、人口が増えている地区が隣接しており、

今後も市外からの幼稚園利用者が多く見込まれています。 

（１１）保育所の園児数について

本市の保育利用率をみると、0歳、１歳、２歳のいわゆる「３歳未満児」の割合が増えており、

特に１歳児、２歳児の利用率が上昇しており、今後も利用者の増加が見込まれています。 

資料：とよあけの統計

資料：とよあけの統計
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２ アンケート結果について

（１）調査の目的

本計画を策定するため、市民の子育て状況や要望・意見の把握を目的として、実施しました。 

（２）調査の対象

 ①市内在住の就学前児童（０～５歳）の保護者（就学前児童調査） 

 ②市内在住の小学生（６歳～11歳）の保護者（小学生児童調査） 

  ※年齢は、平成26年 1月1日現在 

（３）抽出方法

 ①抽出数 

就学前児童：2,000人 小学生：1,000人 

 ②対象年齢 

・就学前児童・・・平成19年 4月 2日～平成26年４月１日生まれ 

・小学生 ・・・平成16年 4月 2日～平成19年４月１日生まれ 

 ③住所要件 

豊明市内在住 

上記①②③の条件下でのランダム抽出 

（４）調査事項

①就学前児童調査 

児童及び世帯の状況、父母の就労状況及び就労希望、幼稚園、保育所等の利用状況及び利用

希望等 

 ②小学生児童調査 

児童及び世帯の状況、父母の就労状況及び就労希望、放課後児童クラブの利用状況及び利用

希望等 



21 

（５）調査期間

①就学前児童調査 

平成 26年 2月 18日（火）～ ３月３日（月） 

 ②小学生児童調査 

平成 26年 2月 18日（火）～ ３月３日（月） 

（６）調査票の配布・回収方法

 ①就学前児童調査 

郵送による配布・回収 

 ②小学生児童調査 

郵送による配布・回収 

（７）回収状況

調 査 票 配布数 有効回収数 有効回収率

就 学 前 児 童 2,000 1,037 51.8％

小 学 生 児 童 1,000 498 49.8％

合  計 3,000 1,535 51.1％

（８）調査結果の見方

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２

位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）

であっても合計値が100.0％にならない場合があります。このことは、後述する分析文、グラ

フ、表においても反映しています。 

●複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごと

の有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が100.0％を超える

場合があります。 

●図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

困難なものです。 

●図表中の「Ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件

に該当する人）を表しています。 

●本文中の設問の選択肢について、長い文は簡略化している場合があります。 
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38.3 10.7 45.9 5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（Ｎ=196）

利用する必要はない ほぼ毎日利用したい

週に数日は利用したい 不明・無回答
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38.0 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

保育園

幼稚園

幼稚園の預かり保育

無認可保育施設など

その他の保育施設

事業所内保育施設

ファミリーサポートセンター

ベビーシッター等

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=579）

62.2 

36.1 

23.3 

20.8 

3.7 

5.6 

2.7 

3.5 

2.4 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

保育園

私立幼稚園

私立幼稚園＋預かり保育

認定こども園

家庭的保育室

業所内保育施設

認可外の保育施設

居宅訪問型保育

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,014）

（９）結果概要

①保育所や認定こども園等を望むニーズについて 

【現在の平日の教育・保育事業の利用状況】  【今後の平日の教育・保育事業の利用希望】 

※複数回答（該当する答えはいくつでも○と答えられる設問のこと） 

②長期休暇中の定期的な教育・保育の利用意向について 

【長期休暇中の利用希望】 

※幼稚園を利用している方のみ 

「保育園」のニーズが最も高く、次いで幼稚園が預かり保育希望者を加えると、ニーズが高

いことがわかります。また、市内にはない「認定こども園」の利用希望が 20.8%となって

おり、関心の高さがうかがえます。 

幼稚園の利用者において、長期休暇中に「週に数日は利用したい」が45.9%と高く、「ほぼ

毎日利用したい」を加えると50%以上となっています。 
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38.0 58.3 3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（Ｎ=295）

できれば病児・病後児保育施設を利用したい

利用したいとは思わない

不明・無回答

75.0 

72.3 

15.2 

12.5 

0.9 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小児科に併設した施設で

子どもを保育する事業

幼稚園・保育園等に併設した

施設で子どもを保育する事業

子育て支援センター等に併設

した施設で子どもを保育する事業

地域住民が子育て家庭の

身近な場所で保育する事業

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=112）

③病児・病後児保育事業の利用意向について

【病児・病後児保育の利用希望】

※保護者が就労していて、母親または父親が仕事を休んで看た、と答えた方 

【望ましい事業形態】※複数回答

病児・病後児保育事業を「できれば利用したいと思った」が38.0％となっています。 

病児・病後児保育事業を行う上で、最も望ましい事業形態については「小児科に併設した施

設で子どもを保育する事業」が75.0%と最も高く、次いで「幼稚園・保育園等に併設した

施設で子どもを保育する事業」が72.3%となっています。 
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48.1 

16.9 

44.2 

13.6 

36.4 

24.0 

0.0 

14.9 

15.6 

0% 20% 40% 60%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（学習塾、運動クラブ、

ピアノ教室など）

児童館（放課後、家に帰り

児童館に行くこと）

児童クラブ

放課後子ども教室

ファミリーサポートセンター

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=154）

47.4 

20.1 

55.2 

11.0 

18.2 

27.3 

0.0 

18.8 

18.8 

0% 20% 40% 60%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（学習塾、運動クラブ、

ピアノ教室など）

児童館（放課後、家に帰り

児童館に行くこと）

児童クラブ

放課後子ども教室

ファミリーサポートセンター

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=154）

④放課後の過ごし方（児童クラブの利用等について） 

放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいか ※５歳児のみ回答 ※複数回答

【低学年で過ごさせたい場所】 【高学年で過ごさせたい場所】 

児童クラブの利用時間希望（下校時～何時まで利用したいか） 

 【低学年】  【高学年】

低学年については「自宅」が最も高く、次いで「習い事」が高くなっています。高学年に

ついては「習い事」が最も高く、次いで「自宅」が高くなっています。 

児童クラブの利用意向については、「自宅」「習い事」ほどのニーズはありませんが、低学

年時の利用希望は40％ほど、高学年時の利用希望も20%弱と一定のニーズがうかがえま

す。児童クラブの利用時間については、「18時まで」が低学年、高学年ともに最も高い割

合となっています。 
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59.5 

30.4 

13.9 

8.9 

3.0 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80%

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

不明・無回答

全体（Ｎ=1,535）

53.0 

43.4 

23.3 

5.8 

11.9 

0% 20% 40% 60%

保育園等の一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,014）

⑤子どもを預かってもらえる人の有無

※複数回答 

⑥利用したい子育て支援事業 

※複数回答 

日常的もしくは緊急時や用事の際、祖父母等の親族にみてもらえる割合が合わせて約９割

と、概ね親族に子どもを預けることができる子育て家庭が多いことがわかります。 

保育園の一時預かりや幼稚園の預かり保育については、40%から50%程度と利用意向が高

くなっています。一方、ファミリー・サポート・センターを利用したいと考えている保護者

も23.3％となっており、潜在的な需要は少なくないことがわかります。 
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86.4 

76.8 

75.1 

9.4 

12.9 

4.5 

18.9 

4.5 

0.1 

7.6 

0.1 

1.7 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者（夫または妻）

自分または配偶者の両親・兄弟姉妹

友人・知人

近所の人

子育て支援センター・児童館

保健センター

保育園・幼稚園・子ども園

小学校

民生委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,407）

⑦子育てを相談できる人や場所

※複数回答 

配偶者に相談するが最も高く、次いで両親、兄弟姉妹の割合が高くなっています。一方で子

育て支援サービスへの相談割合は全体的に低くなっています。 
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53.3 

32.7 

32.7 

31.0 

26.3 

16.0 

8.2 

7.0 

5.7 

4.7 

1.8 

4.0 

1.8 

0% 20% 40% 60%

保育園、幼稚園、学校、児童クラブ等の仲間

地域の子育て支援事業等で出会った

（自主グループ、保育園、幼稚園、児童館）

幼なじみや以前からの友だち

子ども同士が友達だった

近所の人

職場の仲間

同じ産院だった

市役所の乳幼児健診や赤ちゃん相談会などで出会った

子育ての仲間や友だちはいない

妊婦教室で出会った

インターネット等で知り合った

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1535）

⑧子育ての仲間や友達になったきっかけ 

※複数回答

子育てしている保護者同士が仲間や友達になったきっかけをみると、保育園、幼稚園、学校、

児童クラブ等の仲間が最も多く、次いで地域の子育て支援事業等で出会ったや、幼なじみや

以前からの友だちが多くなっています。 
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43.8 

40.3 

38.8 

36.5 

30.7 

21.9 

20.1 

15.3 

9.7 

8.3 

7.9 

7.2 

6.7 

6.4 

6.2 

5.6 

5.2 

2.1 

1.5 

1.9 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子どもを通して知り合いや、友だちができた

自分の時間がとれず自由がない

子どもといると楽しい

子どもに教えられることがある

子育てにお金がかかる

子どもの健康や食生活が気にかかる

家族のきずなが強くなった

子育てに不安や負担を感じる

子どもの生活や友だち関係に不安がある

大体において自分の子育てに満足している

同じ年頃の子どもを持つ親同士で話す機会がない

成長、発達が遅れているのではないかと気にかかる

子どもの気持ちや考えていることがよくわかる

夫婦や家族との間で子育ての意見が合わない

社会から孤立しているように感じる

配偶者や家族の理解や協力が得られない

保育サービスや公共施設などの情報が入手しにくい

子育ての悩みや不安を気軽に相談できる相手がいない

子どもが問題を起こしたときなど、適切に対応できる

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,535）

⑩子育てをするうえで感じること 

※複数回答

子育てについて保護者が感じることについては、子どもを通じて知り合いが増えたり、子ど

もに教えられたり、家族のきずなが強くなったなど、保護者自身が受ける幸福感についての

意見が多くみられます。



29 

50.4 

38.0 

32.3 

28.0 

27.7 

27.0 

20.4 

17.3 

10.2 

7.9 

4.7 

2.8 

2.5 

2.7 

0% 20% 40% 60%

子育て世帯への経済的な支援の充実

仕事と家庭生活の両立ができる環境の整備

保育サービスの充実（幼稚園、保育園など）

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

地域における子育て支援の充実（一時預かり、育児相談など）

子育てしやすい住居・まちの環境面での充実

子どもの教育環境の充実

地域における子どもの活動拠点の充実（児童館など）

妊娠・出産に対する支援

母親・乳児に対する安心感

子育て支援のネットワークづくり

子育て世帯への訪問型の支援サービスの充実

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=1,535）

⑪子育てをする中で、どのような支援・対策が有効と感じるか 

※複数回答 

子育て世帯への経済的な支援の充実が最も多く、次いで仕事と家庭生活の両立ができる環境

の整備が多くなっています。働きながら子育てをしている保護者が、職場および子育て支援

事業全般に対し、「働きやすく」かつ、「預けやすい」環境を求めている実情がうかがえます。
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34.3 

30.3 

27.9 

24.5 

21.6 

19.5 

18.5 

12.1 

11.0 

10.8 

9.9 

9.3 

7.7 

7.4 

6.7 

6.3 

6.3 

5.8 

4.2 

3.3 

2.6 

1.8 

0.7 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40%

子育て世帯の経済的支援を充実する（出産一時金や児童手当などの拡充）

公園などの屋外の施設を整備する

幼稚園、保育園にかかる費用などの軽減

防犯対策のいき届いた安全・安心なまちづくり

小学生以上を対象にした放課後などに遊べる（集まれる）施設を充実する

児童クラブに小学６年生まで預けることができるようにする（現行３年生まで）

子どもが病気の時に安心して預けることができるサービスを充実する

保育園の待機児童を解消する

学校教育の充実

緊急時に子どもを一時的に預かるサービス等

親子で利用できる子育て支援センターなどの屋内の施設を充実する

子連れでも安心して出かけられるよう、おむつ替えや授乳のためのスペースづくりや、

歩道等の段差解消等の「子育てのバリアフリー化」に取り組む

幼稚園の預かり時間の延長や夏休み等の預かり保育などの充実

日曜・祝日に子どもを預けることができる施設の整

リフレッシュ保育（理由を問わず保育園等での預かり）の充実

子育ての知識や役立つための講座や親子教室などを拡充する

保育園の延長保育時間の延長

児童クラブの開所時間の延長

子育てに困った時の相談体制を充実する

その他

子育て支援に関する情報提供を充実する

子育てサークル活動への支援を充実する

特にない

不明・無回答

全体（Ｎ=1,535）

⑫どのような子育て支援策の充実を図ってほしいか 

※複数回答

経済的な支援についての意見が最も多く、次いで「公園などの屋外の施設を整備する」や「防

犯対策のいき届いた安全・安心なまちづくり」など、施設の充実へのニーズが高いことがう

かがえます。 
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豊明のママだけのワークショップ13「子育てカフェ」を開催しました 

子育て支援センター14すまいるで「子育てしていて幸せを感じること」「豊明市で子育てする上

でもっとよくなる事」をテーマに、「子育てカフェ」と題したワークショップを実施しました。 

集まってくれた 15 人のママたちは、お子さんの年齢もバラバラ。はじめはちょっとぎこちな

かった話し合いも、時間が経つにつれてみんな慣れてきて、子育てのコツや楽しみや悩みについ

て、盛んに意見を出しあい、笑いが絶えないワークショップとなりました。 

（１）ママたちの声

○保健センターでの相談が良かった（保健師さんの相談が親切で丁寧、相談しやすい環境） 

○子どもの成長への喜び（日々の成長に幸せを感じる、全身で愛情を示してくれる） 

○病院等、施設に恵まれている（大きな病院がある、近所に病院がある） 

（２）ワークショップの感想

○今回のように、ママ同士の情報交換する機会があると良い 

13 ある課題についてアイデアを出し合い、意思決定をする会議の方法。通常の会議との違いは、誰もが自由に意

見を言いやすいように工夫されていて形式張っていないこと、グループの創造行為と合意形成に焦点をおいてい

ること等。近年、住民参加型のまちづくりなどで、合成形成のために使われる手法で、様々なアイデアや意見の

交換を通じて、参加者全員で判断をしながら進める。 
14子育てに関する情報提供・相談・指導、子育ての学習・交流事業の実施、子育てグループの育成・支援など、

地域の子育て家庭への支援を行う。 
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３ 豊明市の子育て支援に関する課題まとめ

 子育てに関するニーズ調査、ワークショップ、市の子育て支援の現状を鑑み、豊明市にお

ける子育て支援について取り組むべき方向性を課題として以下の５つにまとめました。 

穏やかな妊娠期、各種手当、育児の相談ができる環境 

基本目標（１）妊娠前から乳幼児の健やかな子育てを支援する 

市民による子育て支援活動、ボランティア育成、活動支援 

基本目標（２）地域社会みんなで子育て家庭を応援する

仕事の子育ての両立のための支援、気軽に利用できるサービス体制 

基本目標（３）働きながら子育てする家庭を支援する

安心・安全、人々のつながりを支援、障がい児への配慮、地域で安心して暮らせる 

基本目標（４）すべての子どもを取り巻く環境の整備

教育環境の充実、情操教育の推進 

基本目標（５）より良い育ちのための教育や活動の充実

求められていること５

求められていること２

求められていること３

求められていること４

詳細は P61から

求められていること１

詳細は P38から

詳細は P46から

詳細は P51から

詳細は P56から
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第 3章 計画の基本的な考え方 
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１ 計画の基本理念 

本市の子ども・子育て支援を推進するにあたり、目指すべき基本理念を、次のとおり掲げます。 

国では、「子育ての第一義的な責任は保護者にある」という考え方のもと、子育てを社会全体で

支えていくための環境整備を進めていく方針を打ち出しています。 

本市においては、本計画の前身にあたる「豊明市次世代育成支援行動計画」において、前期計

画では、子どもが健やかに育ち、子どもを安心して生み育てることができるまちをめざして、を

基本理念として、後期計画では前期計画理念を継承しつつ、Ⅰ 社会全体で子育てをするすべての

家庭を応援する、Ⅱ 働きながら子育てをする家庭を支援する、Ⅲ 子どもにとって安心・安全な

まちづくり、Ⅳ 親が学び育つことへの支援の４点を施策の柱とし、子育てしやすい環境整備を進

めてきました。 

今回の計画においては、この流れを継承しつつ、社会全体での子育て環境をより一層充実して

いくとともに、「つなぐ あしたへ しあわせな子どもが育つまち とよあけ」を基本理念に子ど

も・子育て支援を推進することとします。 

２ 計画の基本目標

これまで本市では、「豊明市次世代育成支援行動計画（後期計画）とよあけキッズしあわせプラ

ンⅡ」の基本方向を受け、この計画の基本理念の実現のため、基本目標を据えるとともに施策の

方向に沿った総合的な施策を展開してきました。しかしながら、子どもと子育てを取り巻く状況

が大きく変化しているなか、「家族や親が子育てを担う」そして「社会全体で子育てを支える」「子

どもと子育てを応援する社会」を実現することが今まさに取り組むべき課題となっています。 

子どもと家庭を取り巻く状況が大きく変化する状況のなか、地域をあげて社会全体で子ども・

子育てを支援する、新しい支えあい・助けあいの仕組みを構築する必要があります。 

本計画の推進にあたっては、これまで取り組んできた「豊明市次世代育成支援行動計画（後期

計画）とよあけキッズしあわせプランⅡ」の考えを継承しつつ、次の5つを基本目標とし、計画

の推進を図ります。 

つなぐ あしたへ しあわせな子どもが育つまち とよあけ 
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少子化が進行する現在、親となる世代が「安心して出産できる」と感じることが

できる子育て環境づくりのため、妊娠前からのサポートから、乳児・幼児の育ちの

ための健診や育児相談を実施するとともに、育児の際に必要な経済的な支援を図り

ます。 

このまちで生まれた子どもは、地域の宝です。地域住民みんなで、子育てをバッ

クアップし、子どもが健やかに育つことができる地域づくりを推進します。 

保護者が子育てを楽しみながら、仕事を続けられる就労環境と子育て環境を創る

ため、様々なニーズに対し柔軟に対応できる支援体制を構築し、保護者が気軽にサ

ービスを利用できるようにします。 

地域の中で子ども同士が安心・安全に交流できるように、参加する人々のつなが

りを支援し、同時に快適な居場所づくりに努めます。障がいなどの配慮が必要な子

どもの特性に合わせた支援を実施し、地域で安心して暮らせることができるように

取り組みます。また、安心・安全な子育てのため、特に求められる歩行者や通学路

の安全確保に取り組みます。

教育の充実は、子どもにとって欠かすことができない非常に大切な要素です。児

童・生徒のより良い成長を促すことができるよう、保育園・幼稚園・小学校・中学

校・高校の連携と交流を推進します。魅力あるカリキュラムの実施により、自分自

身で考え、選択できる力や、他者との対話を通して周囲との適切な関係を構築し、

豊かな人間性を育むことができるような環境づくりを推進します。 

基本目標（２）地域社会みんなで子育て家庭を応援する 

基本目標（３）働きながら子育てする家庭を支援する 

基本目標（４）すべての子どもを取り巻く環境の整備 

基本目標（５）より良い育ちのための教育や活動の充実

基本目標（１）妊娠前から乳幼児の健やかな子育てを支援する 
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３ 施策体系

豊明市次世代育成支援計画の方向性や施策を引きつぎ、本市の子ども・子育てに関する施

策を基本目標に従って以下のようにまとめます。 

基本目標 主な施策内容

つ
な
ぐ

あ
し
た
へ

し
あ
わ
せ
な
子
ど
も
が
育
つ
ま
ち

と
よ
あ
け

（１） 
妊娠前から乳幼児
の健やかな子育て
を支援する

(1)-1 妊娠前からはじまる育児のサポート 

(1)-2 育児における経済的支援 

(1)-3 乳幼児期の健診と育児相談

（２） 
地域社会みんなで
子育て家庭を応援
する 

(2)-1 市民活動の広がりとそのサポート体制の構築

(2)-2 まちの中にある様々な子育て支援やサービスの充実 

（３） 
働きながら子育て
する家庭を支援す
る 

(3)-1 保育サービスの充実 

(3)-２ 就学児童の保育 

（４） 
すべての子どもを
取り巻く環境の整
備 

(4)-1 安全・安心のまち整備 

(4)-２ 配慮が必要な子どもへの支援 

（５） 
より良い育ちのた
めの教育や活動の
充実 

(5)-1 子どもの育ちを大切にした指導

(5)-２ 子どもの個性を育てる体験 

詳細は P38 から 

詳細は P46 から 

詳細は P51 から 

詳細は P56 から 

詳細は P61 から 
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第 4章 子ども・子育ての施策展開
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基本目標（１）妊娠前から乳幼児の健やかな子育てを支援する

  基本目標１ 妊娠前から乳幼児の健やかな子育てを支援する

本市において、幼児期の子どもの健やかな育ちのために、保護者や子育て支援者、保育所・幼

稚園、学校が連携し、効果的な子育て支援を実現します。 

子どもの健やかな成長、および保護者の育児不安に対する支援として、子どもの発育・発達や

健康状態を定期的に確認し、疾病の予防や早期発見・早期対応を図ります。あわせて、子どもの

健康や子育てに関する様々な情報提供の充実を図るとともに、それぞれの親子の状況に応じた育

児相談や適切な発達支援などに努めます。また、各種事業を通じ、親子同士の交流や仲間づくり

を促進します。 

【現状と課題】 

・妊娠期の母親に対する支援の充実が必要 

・子育てしている母親同士のつながりづくりが求められている。 

■アンケート結果：市にどのような子育て支援策の充実を図ってほしいと期待しますか。 

【基本目標１で取り組む３つの方向】 

① 妊娠前からはじまる育児のサポート 

② 育児における経済的支援 

③ 乳幼児期の健診と育児相談 

【主な施策】 

パパママ教室、各種手当、育児の相談ができる環境づくり、交流の場を提供、

 妊娠前から乳幼児の健やかな子育てを支援する基本目標１ 
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妊婦健診の負担を軽くしてほしい 

育児について勉強できる場があるといいわ 

妊娠から出産、乳幼児期の生活環境は、子どもの育ちだけでなく、人格を形成する上で、とて

も重要な要素です。 

生活スタイルの多様化により、保護者が夜遅くまで起きているなど、不規則な生活が多くなる

中、出産や育児不安を抱える親が数多くいるため、心のケアや育児相談等「子育てのための親の

相談事業の充実」が求められています。そのため本市では、気軽に子育てに関しての相談できる

環境づくりや、先輩パパ・ママからアドバイスがもらえるなど、「心の安心」につながる支援の充

実を図ります。また、マタニティクラスやベビーサイン講座等の実施により、親としての自覚や

知識を得るための機会を提供します。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

推進する事業 

1-1 母子健康手帳の交付 担当課 健康推進課 

手帳交付と合わせて、妊娠中の健やかな過ごしかたについて伝えていきます。妊婦健康診査

受診票、妊産婦歯科健診受診票も同時交付します。 

1-2 プレママ交流会 担当課 健康推進課、児童福祉課

偶数月：管理栄養士による妊娠中の栄養のお話しと赤ちゃんの栄養のお話しをします。 

奇数月：子育て支援センターのスタッフによる子育て情報のお話しをします。 

プレママ交流会は子育て支援センターすまいるにおいて開催されます。 

1-3 マタニティクラス 担当課 健康推進課 

妊娠中の夫婦交流会、助産師による子育てワンポイント講話や実技指導等を実施します。 

偶数月：赤ちゃんのお風呂の入れ方を体験できる内容を実施します。 

奇数月：妊娠中のからだとこころの変化や赤ちゃんのおむつの替え方について実施します。 

先輩ママと交流して、アドバイスほしいな 

妊娠前からはじまる育児のサポート 取組① 
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1-4 
養育支援を必要とする家庭（特定妊婦・ハイリ

スク妊婦）への支援充実 
担当課 健康推進課 

妊娠期から出産後の養育について支援が必要な妊婦については、出産後も継続して支援を行

うために、要保護児童対策地域協議会において「特定妊婦」として支援対象とし、ハイリス

ク妊婦とともに相談等を実施します。また、医療機関や児童相談所との連携を強化し、情報

共有を図ります。 

1-5 妊婦健康診査受診票交付 担当課 健康推進課 

医療機関の受診券を交付し、妊婦健診補助をすることで経済的負担を軽減します。 

1-6 妊産婦歯科健診受診票交付 担当課 健康推進課 

歯科医療機関の受診券を交付し、妊婦の経済的負担を軽減します。 

（妊娠中から産後１年以内） 

1-7 各種講座の充実 担当課 健康推進課、生涯学習課

妊娠期の子育て講座、巡回まなび講座を実施します。 
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子どもの医療費無料を継続してほしい 

ひとり親家庭に手厚く支援してほしい 

国内の経済状況はこれまでの約 20 年間と比べ、多少の改善はみられるものの、家庭を取り巻

く経済環境は依然として厳しくなっています。そのため、育児においての経済的負担も家庭に重

くのしかかっており、結果的に少子化を招く一因にもなっています。 

国民生活基礎調査において、平成24年の子どもの貧困率15は、全国で16%を超えており、子

どもの貧困が将来の教育環境を選択する上で大きく影響するだけでなく、子どもの成長過程にお

いても、食事や衛生面など、その影響は計り知れません。 

本市では、子どもの医療費の助成をはじめとして、様々な経済的支援を実施し、子どもが安心

して生きていけるための支援に努めます。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

関連する事業 

1-8 子ども医療費助成 担当課 保険医療課 

乳幼児医療費助成制度医療費受給者証を交付します。継続通院は15歳（中学3年生の年度

末）まで無料化を実施しています。 

1-9 児童手当 担当課 児童福祉課 

児童の養育者に手当を支給し、家庭生活の安定に寄与することで、児童の健全な育成及び資

質の向上を支援します。平成22年度より児童手当を中学3年生の年度末まで実施していま

す。 

1-10 児童扶養手当 担当課 児童福祉課 

母親、父親がいないなど、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のため手当を支

給します。（国制度）平成22年度より父子家庭にも支給を実施しています。 

15 可処分所得の大きさがちょうど真ん中の順位の世帯を中央値とし、その中央値の半分より所得が少ない世帯の

割合を貧困率といいます。子どもは世帯に複数いたりするので、世帯とはやや値が異なります。中央値の半分の

額を貧困線といい、2012 年は 122 万円でした。貧困線は 1997 年の 149 万円から低下し続けているため、子どもの

貧困率の上昇（2.6％ポイント）は数字上よりも深刻だといえます。子どものうち 6人に 1人が貧困という数値で

あり、学校のクラスでは平均的に 5人程度いることになります。（全国値）

利用者負担が高い 

育児における経済的支援 取組② 
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1-11 愛知県遺児手当 担当課 児童福祉課 

母子家庭または父子家庭などの生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給します。 

（県制度） 

1-12 豊明市遺児手当 担当課 児童福祉課 

母子家庭または父子家庭などの生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給します。 

（市制度） 

1-13 特別児童扶養手当 担当課 児童福祉課 

20歳未満の障がい児を養育する母親や父親、または養育者に対して手当を支給します。 

（国制度） 

1-14 私立幼稚園授業料等補助金制度 担当課 学校教育課 

私立幼稚園教育の普及および保護者の経済的負担軽減のため、補助金を支給します。 

1-15 不妊治療費等の補助制度 担当課 健康推進課 

不妊治療費や人工授精の費用の一部を助成します。 

一般不妊治療等（体外受精・顕微授精・第三者からの提供による治療を除く）に要した費用

に対し、２年間の助成を実施します。 

1-16 養育医療 担当課 健康推進課、保険医療課

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を

受ける場合に、その治療に要する医療費を公費で負担します。 
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乳児は病気になりやすいから心配 

子育てについてのアドバイスがほしいわ 

乳幼児の健康を維持するため、健康診査を実施しています。また、子どもの健康管理のほか、

子育てする上で生じる様々な悩みを保護者同士で相談し合い、共有する機会を望む声がアンケー

ト調査や保護者を対象としたワークショップの場を通じて多く挙げられています。親同士の交流

や相談の場づくりのための取組を推進するとともに、専門的なアドバイスが得られる様、訪問事

業や子育てセンターでの個別相談等を充実させていきます。 

【取組に関連する市民の皆さんからのご意見】 

関連する事業 

1-17 ブックスタート16事業 担当課 健康推進課、図書館 

３か月児健康診査時、読み聞かせボランティアによる読み聞かせと絵本の配布を実施していま

す。 

1-18 ３か月児健康診査（集団） 担当課 健康推進課 

子どもの健全な成長の確認および子育てに不安などを感じている保護者への子育て相談を実施

します。 

1-19 １歳６か月児健康診査（集団） 担当課 健康推進課 

子どもの健全な成長の確認および子育てに不安などを感じている保護者への子育て相談を実施

します。 

1-20 ２歳３か月児相談（集団） 担当課 健康推進課 

子どもの健全な歯の成長を確認および子育てに不安などを感じている保護者への子育て相談を

実施します。【豊明市単独事業】 

1-21 乳児健康診査受診票の交付 担当課 健康推進課 

生後から１歳までの乳児を対象に、健康診査受診票を交付します。 

16「絵本」を抱っこされながら読んでもらうことで、赤ちゃんが人のぬくもりを感じながら、優しく語りかけても

らう時間を持つことを応援する運動。 

保健師さんに相談できるのは頼もしいです 

乳幼児期の健診と育児相談 取組③ 



44 

1-21 ３歳児健康診査（集団） 担当課 健康推進課 

子どもの健全な成長の確認および子育てに不安などを感じている保護者への子育て相談を実

施します。 

1-22 フッ素塗布 担当課 健康推進課 

幼児健康診査の際や、むし歯予防デーに実施します。 

1-23 予防接種 担当課 健康推進課 

予防接種法で定めた内容を実施します。 

1-24 地域子育て支援センターでの子育て相談事業 担当課 児童福祉課 

地域の子育て支援センターにて、育児不安などについての相談、指導を実施します。 

1-25 楽・らく子育てセミナー 担当課 健康推進課 

臨床心理士と保護者がグループワークを通して、子育てについて考える教室を実施します。

1-26 乳児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問・養育訪問 担当課 健康推進課 

生後４か月未満の親子を対象に、保健師による家庭訪問を実施します。乳児の健やかな育ち

を確認するとともに、育児支援を目的とし、子育てへの不安を持つ母親との相談を実施しま

す。 

1-27 幼児訪問事業 担当課 健康推進課 

おおむね１歳～４歳未満の親子（継続した育児支援が必要であると認めた場合）を対象とし

て、保健師が家庭訪問を実施し、子どもの成長や発達についての相談や、子育ての不安が軽

減されるような育児支援を実施します。 

1-28 離乳食講習会 担当課 健康推進課 

離乳食の始め方の講話会を開催します。同じ月齢の子どもを持つ母親同士が交流できる機会

として実施し、管理栄養士からもアドバイスを受けられるようにします。 

1-29 多胎児の会 担当課 児童福祉課 

０歳から乳幼児の多胎児を持つ親を対象に、子育ての情報交換や交流会を実施します。 
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1-30 健康テレホン 110 番 担当課 健康推進課 

保健師、栄養士が育児全般にわたっての相談に対応します。 

1-31 巡回児童相談 担当課 児童福祉課 

中央児童・障害者相談センターによる発達相談を月１回行います。 

1-32 子育てルーム 担当課 児童福祉課 

０歳から就学前の子どもを対象に実施し、各日１時間程度、親子遊び、母親同士の交流、子

育てワンポイント等を行います。 

1-33 幼児親子教室 担当課 児童福祉課 

体操、手遊び、親子遊び、季節行事などを開催します。 

1-34 児童館での母親クラブ 担当課 児童福祉課 

二村児童館や西部児童館にて、母親同士が協力し、育児に関しての情報交換や相談を実施し

ます。 

1-35 臨時保育室事業 担当課 児童福祉課 

集団託児を実施します。 

1-36 家庭教育学級 担当課 生涯学習課 

家庭における教育力を高めるため、親同士が情報交換をしながら、子育てについて学ぶ機会

を提供します。 

1-37 啓発事業の充実 担当課 生涯学習課 

子どもわくわくニュースを配布するとともに、子ども用ホームページ「T-kids」にて情報を

配信します。 

1-38 育児相談 担当課 健康推進課 

保健師、管理栄養士による子育てに関する相談を、保健センターと子育て支援センターすま

いるにおいて実施します。 
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   基本目標２ 地域社会みんなで子育て家庭を支援する

豊明で育つ子どもたちの未来は、このまちの未来と言えます。子どもにとってより良い育ちの

環境づくりのため、市民と行政が一体となり、地域で子ども・子育てを支援することが求められ

ています。 

市民団体による子育て支援に関するイベントを、ホームページや広報で告知するなどを支援す

るとともに、市民団体の活動が持続可能なものにするための支援を実施します。また、市内施設

の有効活用について、関係機関と対話し、より良い活用に向けての道すじを立てていきます。 

また、本市の保育サービスをより一層充実させ、子ども・子育て支援新制度における新しい保

育体制と量の確保のみならず、きめ細やかなサービスを実施することで、働きながら子育てしや

すい環境づくりを推進します。 

【現状と課題】 

・様々な市民が主体となる子育て支援活動の充実が求められている。 

・地域で活躍するボランティアの育成が求められている。 

・ボランティアが活躍するための活動団体や活動そのものへの支援が必要。 

・地域の子育て支援サービスを使う上で、保護者が育児について相談できる環境づくりが求めら

れている。 

■アンケート結果：子育てに関する不安や不便に対し、どのような解決方法が有効だとおも

いますか。 

地域社会みんなで子育て家庭を支援する基本目標２ 
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どんな子育て支援活動があるのかな 

パパのための育児講座を開いてほしいわ 

【基本目標２で取り組む２つの方向】 

① 市民活動の広がりとそのサポート体制の構築

② まちの中にある様々な子育て支援やサービスの充実 

【主な施策】 

市民活動の支援、ボランティア活動の充実、地域での子育て支援サービスの充実

本市には市民が主体となって活動するボランティア、NPO17、自主団体は 100 以上あり、活

動内容についても、子育て支援をはじめ、数多くの分野で取り組んでいます。子育てに限らず、

「地域にある課題は地域で解決する」という市民意識の醸成のためには、活動に関わる団体間の

連携・体制づくり・人材育成への支援が必要となります。また、それぞれの活動を継続させてい

くためには、各団体の活動を情報発信し、資金面での優遇措置等、様々なサポートが欠かせませ

ん。住民が積極的に支援活動に参画していくため、地域と行政が必要な情報を共有し、互いに連

携・役割分担を担いながら、協働のまちづくりを進めていく必要があります。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

17「市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進」（法第１条）することを目的と

して、平成 10 年 12 月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が施行された。ＮＰＯ法は、特定非営利活動法人（Ｎ

ＰＯ法人）の自主性、自律性を尊重する観点から、様々な形で行政の関与を極力抑制しており、設立手続におい

て認証主義を採用するとともに、ＮＰＯ法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信

頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている。 

こうした中で、現在多くのＮＰＯ法人が設立認証を受け、各地で様々な活動を行っており、新たな公益活動の担

い手としての期待が高まっている。 

市民活動の広がりとそのサポート体制の構築 取組① 

市民と行政がもっと協力できるといいね 
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関連する事業 

2-1 市民活動情報サイト 担当課 市民協働課 

市民団体やその活動内容をホームページにて紹介します。 

2-2 市民活動情報誌・子育て情報誌の作成 担当課 市民協働課、児童福祉課

市民活動団体の紹介をする情報誌「コラボレーション」や、子育てに関する制度や施設の紹

介等、子育てに関する情報誌「すくすくこども」を作成・配布します。 

2-3 外国人向けのサポート体制 担当課 
市民協働課、児童福祉課、

学校教育課 

二村台保育園にポルトガル語通訳を配置します。 

2-4 市民活動育成事業 担当課 市民協働課 

市民活動団体の活動者を対象とした講座、一般市民を対象とした講座を開催します。 

2-5 市民提案型まちづくり事業 担当課 市民協働課 

公益的な事業を行う市民団体の自主性などを尊重し、支援します。 

2-6 ボランティア・コーディネート 担当課 社会福祉協議会 

社協への登録団体の活動紹介と、人材紹介、およびボランティアフェスティバルでの活動紹

介を行います。 

2-7 男女共同参画講座 担当課 市民協働課 

「親子体験バスツアー」や「親子（パパ）料理教室」等、子どもと一緒に何かをする機会を

提供し、楽しみながら育児を学べる教室等を開催します。 

2-8 男性の育児参加促進 担当課 教育委員会、児童福祉課

男性の育児参加を促すイベントとして「おやじの会」を実施します。 

2-9 ボランティアの支援・育成 担当課 
社会福祉協議会、児童福

祉課 

ボランティア実施団体への支援や児童館運営の手伝い等に従事し、子育て支援に参加するボ

ランティアを育成します。 
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幼稚園園庭開放日を増やしてほしい 

支援センターの先生はいつも気さくに相談に

のってくれて感謝している 

子どもが大きくなるにつれて、遊び場として利用する施設や環境は変わっていきます。子ども

の年齢や嗜好に適した環境で遊べるようにするため、市内の社会資源について整理し、有効利用

できる環境づくりに取り組みます。 

また、既存の施設の整備や効果的な利用方法について、関係者とも連携し、より良い提供体制

を構築できるようにします。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

関連する事業 

2-10 地域子育て支援拠点事業 担当課 児童福祉課 

子育て支援センター「すまいる」「ともとも」「あおいとり」にて、子育てに関する各種相談

のほか、母親同士の交流の場づくりを推進します。 

2-11 児童館の利用促進 担当課 児童福祉課 

児童館は、０歳から１８歳未満までの児童のための福祉施設です。子どもに遊び場と遊びを

提供し、遊びを通して子どもが心身ともに健やかに成長するお手伝いをします。 

新しいイベント実施等により、利用者増加に取り組みます。 

2-12 読み聞かせ講座の実施 担当課 図書館 

読み聞かせボランティア、図書館おはなし隊などと連携を図りながら、子どもたちが読書に

親しむための読書講座などを実施します。 

2-13 利用者支援事業 担当課 児童福祉課 

子ども、またはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域子育て支援事業等の情報

提供および必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事

業です。現在は子育て支援センター等が窓口となっていますが、今後ニーズに応じて必要な

場所への設置を検討します。 

祝日も児童館を利用したい 

まちの中にある様々な子育て支援やサービスの充実 取組② 
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2-14 子育て家庭優待事業 担当課 児童福祉課 

市内在住の 18 歳未満の子どもと保護者、妊婦が、協賛店舗で「はぐみんカード」を提示す

ると、各種サービスを受けられる子育て支援事業です。協賛店舗の拡充とサービスの充実を

促します。 

2-15 子育て短期支援事業（ショートステイ） 担当課 児童福祉課 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に

ついて、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短期入所生活援助事業（ショ

ートステイ事業）です。現在、近隣市での委託事業を実施しており、今後市内でのサービス

は状況をみて実施を検討します。 

2-16 幼稚園園庭開放 担当課 学校教育課 

おおむね月に１～２回程度、幼稚園の園庭開放を実施します。開放日には相談員（担当教員）

が常駐します。 

2-17 放課後子ども教室 担当課 生涯学習課 

放課後子ども総合プラン推進のため、実施校の増加を図ります。実施にあたっては、国の放

課後子ども総合プランの方針に合わせ、児童クラブとの一体型や連携型の事業実施について、

検討を進めます。 

2-18 事故予防の推進 担当課 健康推進課 

誤飲等の事故予防について周知します。 
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   基本目標３ 働きながら子育てする家庭を応援する

「女性の輝く社会」の構築はわが国のみならず、世界あるいは地域に大きな活力をもたらすと

言われており、国においても、重点施策のひとつとして、「女性のさらなる社会進出」を強化して

います。 

子どものより良い育ちのため、今回の子ども・子育て支援新制度の下では、「働きながら子育て

しやすい環境の整備」が目指されており、本市においても特に「働くママ」が子育てをする上で、

子育て支援を利用しやすくなるような環境づくりに取り組みます。具体的には保育所や幼稚園な

どでの一時預かりや時間外保育の実施、病児・病後児保育やファミリー・サポート・センターの

利用を充実させ、子育てしやすいまちづくりを実現します。 

【現状と課題】 

・働きながら子育てができるバランスのとれた就労と育児の両立環境の確立が求められてい

る。

アンケート結果：■仕事と子育ての両立について 

【基本目標３で取り組む２つの方向】 

① 保育サービスの充実 

② 就学児童の保育 

【主な施策】 

延長保育、一時預かり、３歳未満児保育、ファミリー・サポート・センターの充実、児童ク

ラブ

働きながら子育てする家庭を応援する基本目標３ 
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保育所の開園時間を長くしてほしい 

０歳児の保育枠を増やしてほしい、 

今は働く女性も多いから 

保育園をはじめとする保育に関するサービスでは、特に増え続ける３歳未満児の保育ニーズへ

の効果的な受け入れ体制の整備が、潜在的な保育所入園の困難解決のため、推進が求められてい

ます。人口推計において、豊明市の子どもの数は年々減少していくと予想されているものの、名

古屋市に隣接し、多くの企業が存在する利便性の高い東尾張地区に位置しているため、今後人口

が増え、子どもの保育需要が高まる可能性もあります。今後、民間主導による手法の活動なども

視野に入れながら、適切な施設整備、保育士等の人材確保やサービスの充実による「理想の子育

て環境」づくりに取り組みます。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

関連する事業 

3-1 保育園利用の充実 担当課 児童福祉課 

公立保育園10園、私立３園にて、1,500人以上の子どもを受け入れることができます。地

域や施設ごとに子どもの人数にばらつきがあるため、適切な保育士の配置を行い、できるだ

け保護者が希望する園に子どもを通わせることができるよう取り組みます。 

3-2 保育時間の適切な設定検討 担当課 児童福祉課 

すべての保育園は７時半に保育を開始します。保育時間が短時間と標準時間に分かれるため、

延長保育事業については、保護者の就労環境に準じて16時15分から開始になる子どもと、

1８時半から開始になる子どもが同じ園にいる事になります。 

今後、利用者のニーズを見極めつつ、適切な保育開園時間を検討します。 

ファミサポ利用手続きを簡素化してほしい 

保育サービスの充実 取組① 
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3-3 ３歳未満児保育の拡大（３号認定の保育充実） 担当課 児童福祉課 

増え続ける３歳未満児の保育ニーズに対応するため、未満児保育の実施園の拡大検討および

適切な保育士配置に取り組みます。 

3-4 一時保育（一時預かり保育） 担当課 児童福祉課 

労働・職業訓練などの理由で週３日以内に限り、利用が可能な一時預かりを行います。 

3-5 緊急一時保育（一時預かり保育） 担当課 児童福祉課 

急病、災害・事故、冠婚葬祭などの際に、一時預かりを行います。 

3-6 リフレッシュ保育（一時預かり保育） 担当課 児童福祉課 

私的な理由でも利用できる一時預かり保育です。現在、内山保育園で実施しています。 

3-7 病児・病後児保育 担当課 児童福祉課 

体調不良児対応型の病後児保育を実施します。現在、NPOへ委託し運営しています。 

3-8 ファミリー・サポート・センター（ふぁみさぽ） 担当課 児童福祉課 

地域において育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児や介護につい

て助け合う会員組織です。子どもの預かりなどの援助を行いたい者と受けたい者の会員を組

織し、相互援助活動の調整を実施します。 

3-9 家事および育児支援事業（ままさぽ会員） 担当課 児童福祉課 

出産前後において、体調不良や多胎等により家事や育児が困難な家庭に対し、ままさぽ会員

を派遣し、家事や育児の手助けをするものです。ファミリー・サポート・センターでの事業

として実施します。 

3-10 企業への協力要請 担当課 児童福祉課 

育児休業や短時間勤務制度等、働きながら子育てしやすい環境づくりをするため、市内の事

業者への周知活動を行い、理解と協力を促します。 
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児童クラブを高学年まで利用したい 

子どもが小学生になっても、安心して保育環

境を利用したい、「小１の壁」はまだある 

本市では、保護者の就労等により、日々長時間にわたり家庭養育が不足する学童を育成指導す

るため、児童館にて放課後児童クラブ（本市では「児童クラブ」）を実施しています。留守家庭児

童を対象にした児童クラブは、今後も働く保護者に代わり、放課後の小学生を保育する担い手と

して、サービスの拡充に努めます。国が進める児童クラブの受け皿拡大方針は、女性の社会進出・

活躍推進のための育児・家事支援環境の拡充策の一環であり、特に小学校入学後に女性が仕事を

辞めざるを得ない状況となる、いわゆる「小1の壁」18を解決するための環境整備となります。

その具体策として「放課後子ども総合プラン」の推進にあたり、児童クラブと放課後子ども教室

の連携や、一体型事業の実施について、国の動きに合わせ、事業を適切に提供できる体制づくり

に努めます。 

その他、対象が高学年まで拡大する児童クラブが、児童館等の施設を利用した適切な運営がで

きるようにするほか、民間の児童クラブとの連携により、本事業の定員割れを抑えます。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

18小学校入学後、子どもを夜間まで預けることが困難になり、就労している母親が働き方の変更を強いられる問題

を指す造語。それまで子どもを保育所に預けられていた場合、延長保育を含めると 18 時半から 19 時くらいまで

預けることができる。一般的に小学生になると、放課後児童クラブは一般的に遅くても 18 時くらいまでなので保

育所よりも子どもを預かってもらえる時間が短くなってしまう。さらに学校に入ると PTA や行事など、日中に顔

を出さなければならない機会が思いのほか増える。長期間の夏休みもある。身の回りに子どもを見てもらえる祖

父母や近所の人、充実した施設などがなければ、この時点で母親はフルタイム勤務が厳しくなることが多い、と

いう問題。 

児童クラブ利用時間の延長は助かっている 

就学児童の保育 取組② 
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関連する事業 

3-11 放課後児童クラブの充実 担当課 児童福祉課 

児童クラブでは、発達特性からみて、育成指導の必要性の高いと考えられる小学校１～３年

生の児童を対象に行ってきましたが、低学年児童保育で空きがあるクラブに限り、高学年ま

での受け入れを実施します。 

3-12 学校余裕教室での児童クラブの実施 担当課 児童福祉課 

余裕がある教室での児童クラブを開催します。放課後子ども総合プランの推進を見据え、既

存の放課後児童クラブと、放課後子ども教室の一体型への移行や連携の実施を検討します。

3-13 児童クラブの時間延長 担当課 児童福祉課 

平日は18時半まで、長期休みは7時半からの時間延長を実施します。 

3-14 民間学童保育所 担当課 児童福祉課 

市内に、２つの民間学童保育所（太陽広場クラブ、つくしクラブ）に対し、補助金の助成等

により、活動を支援します。 
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   基本目標４ すべての子どもを取り巻く環境の整備

安全・安心な子育てのため、特に求められる歩行者の安全確保を通学路の点検とともに取り組

み、子どもが安全に登下校できる環境をつくります。特に大きな国道に近い道路での安全の確保

や、不審者が寄り付かないためのパトロールの強化を実施します。 

また、防犯教育を愛知警察等関係者との連携を図りつつ行い、子ども自身が道を誤ることがな

いように導きます。 

そのほか、あらゆる障がいのある幼児、児童、生徒一人ひとりが、安心して暮らせる環境づく

りのため、また、障がいのある子どもの保護者から特に意見が多く寄せられる、教育的なニーズ

を満たすことができるような指導および必要な支援を行います。 

【現状と課題】 

・子どもが犯罪に巻き込まれない環境づくりが求められている。 

・交通事故に遭わないための対策が求められている。 

・障がいがある子どもへの配慮と支援が求められている。 

【基本目標４で取り組む２つの方向】 

① 安全・安心のまち整備 

② 配慮が必要な子どもへの支援 

【主な施策】 

通学路の安全確保、パトロール、子どもの権利を守る施策、特別支援学級

すべての子どもを取り巻く環境の整備基本目標４ 
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通学路の安全を確保してほしい 

不審者の対策をしてほしい 

安全・安心な子育てのため、道路整備や通学路の安全確保等、市内の環境整備に取り組みます。

特に大きな国道に近い道路においての安全の確保や、不審者が寄り付かないためのパトロールを

強化します。また、防犯教育の推進や今後増えると予想される携帯電話やスマートフォン等に気

を取られて起きる事故の予防に取り組みます。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

関連する事業 

4-1 リノベーション19事業での子ども意見の公聴 担当課 都市計画課 

住民懇談会を開催し、公園の改修内容を協議し、必要な整備を図ります。 

4-2 通学路の安全確保 担当課 教育委員会、土木課 

ハザードマップ、子育てマップで「子ども110番の家」を紹介します。 

4-3 交通安全の推進事業 担当課 総務防災課 

幼稚園・保育園・小学校・中学校での交通安全教室を開催します。 

交通事故死ゼロの日において、街頭での交通安全指導を実施し、安全意識の啓発に努めます。

19 既存の建物に 大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して 性能を向上させたり 価値を高めたりすること。

建物の経年にともない、時代に合わなくなった機能や性能を、建て替えずに、時代の変化にあわせて 新築時の機

能・性能以上に向上させること。 具体的には、耐震性や防火安全性を確保し、耐久性を向上させる、冷暖房費な

どのエネルギー節約のため、IT 化など変化する建築機能の対応・向上のために行われる。 外壁の補修、建具や窓

枠の取り換え、間取り変更、給排水設備更新、冷暖房換気設備の更新などをいう。

夕方以降の子どもの登下校が心配 

安全・安心のまち整備 取組① 
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4-4 子ども安心パトロール 担当課 総務防災課 

青パト車の貸し出しや自主防犯ボランティア団体への資材提供を実施し、子ども安心パトロ

ールを実施します。 

4-5 愛知警察署などによる防犯教室 担当課 総務防災課 

愛知警察署などによる防犯教室を実施します。 

4-6 安全対策情報の公開 担当課 
企画政策課、総務防災課、

学校教育課、児童福祉課

安心安全システムによる情報提供を実施します。防犯・防災情報の提供に特化した「安全安

心システム」のサービスである、希望者へのメール配信を実施します。 
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障がいについての相談窓口を増やして 

障がい児も健常児と同じ扱いをしてほしい 

本市では発達障がいの子どもが増加傾向にあります。従来の３障がい、（身体・知的・精神）に

加え、発達障がいを含めた障がいがある子どもの当事者家族、支援者との情報を共有し、よりよ

い支援のあり方を検討していく必要があります。 

専門的な支援の他に保育園や小中学校において、支援の必要な子どもの早期発見や早期支援を

目指します。すべての子どもがお互いに認め合い、助け合う社会やともに暮らす環境づくりを推

進します。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

関連する事業 

4-8 なかよし教室、たんぽぽ教室、どんぐり学園 担当課 児童福祉課、健康推進課

親子での遊びを通して、親子の関係づくりや子どもへの関わり方を支援します。 

「なかよし教室」：幼児健康診査後の教室、保健センターで実施しています。 

「たんぽぽ教室」：おおむね１歳半～３歳、どんぐり学園で実施しています。 

「どんぐり学園」：心身障害児母子通園施設です。対象はおおむね２歳以降、療育支援を行っ

ています。 

4-9 市立保育園における障がい児保育 担当課 児童福祉課 

市内の 10 の保育園における、集団保育の中で、障がいがある子どもが過ごせるように受け

入れています。また、巡回訪問を実施して、園での生活がより円滑にできるように援助して

います。 

障がい児向けの教育、療養システム、情報交

換ネットワークをつくり、どんな子でも安心

して子育てできる環境にしてほしい 

配慮が必要な子どもへの支援 取組② 
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4-10 市立小中学校における特別支援教育 担当課 教育委員会 

障がいがあることにより、通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすことが

困難な子どもについては、一人ひとりの障がいの種類・程度等に応じ、特別な配慮の下に、

小学校・中学校の特別支援学級において適切な教育を行います。 

4-11 児童虐待・ＤＶ対策 担当課 
児童福祉課、健康推進課、

教育委員会 

児童虐待、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の早期発見、適切な保護及び適切な支援

を行うため、関係機関などにより要保護児童対策地域協議会を組織します。 

4-12 子どもの悩み電話相談 担当課 児童福祉課 

県の事業として子どもが自ら悩み等を相談できる電話サービスです。「いじめホットライン

24」として実施します。 
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   基本目標５ より良い育ちのための教育や活動の充実

子どもが豊かな感性を育み、その個性と創造力を伸ばすためには、通常の教育カリキュラム以

外に様々なことを学び、体験できる機会が必要です。そのために特別授業や体験授業を実施し、

子どもが自ら考え、困難に立ち向かうことができる知恵を養い、健康な体づくりができるよう取

り組みます。 

また、教職員と児童および児童同士のコミュニケーションを通じて、命の大切さを実感できる

ような教育を行い、子どもの内面に根ざした人間性や自律性を育みます。 

【現状と課題】 

・健全なこころと豊かな思慮をもった人になるための支援が必要です。 

・道徳的教育内容の充実と学校以外での体験等による子どものための場づくりが求められて

います。 

【基本目標５で取り組む２つの方向】 

① 子どもの育ちを大切にした指導

② 子どもの個性を育む体験 

【主な施策】 

職場体験、食育の推進、異世代間交流事業

より良い育ちのための教育や活動の充実基本目標５ 
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家庭教育についての教室がとても熱心 

食育を充実させてほしい 

子育て中の保護者や次代の親の世代が、自分や他人の命を大切に思い、家庭の役割の重要さ、

子育ての楽しさを実感できる機会を充実します。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

関連する事業 

5-1 
「生きる力を育む授業」 

(自尊感情を高める教育、いのちの尊重推進事業）
担当課 健康推進課、教育委員会

大切な自分の人生を、どう生きるかを各自が考える授業です。子どもの成長にあわせて、助産

師・保健師が担当する出前講座を実施します。 

5-2 青少年育成施策の推進 担当課 生涯学習課 

子ども・若者育成支援推進法に基づく施策の総合的推進を図るため、社会生活を円滑に営む上

での困難を有する子ども・若者を支援するための体制づくりを検討します。 

5-3 食育20推進事業 担当課 児童福祉課、健康推進課

市内の食に関する関係者との連携を図り、子どもや親を対象に事業を推進します。 

5-4 福祉教育の推進（福祉実践教室の開催） 担当課 
社会福祉協議会、教育委

員会 

体験を通して、福祉を学び理解するための教室を開催します。（車いす･手話･点字･視覚障害者

ガイド・高齢者疑似体験など） 

20平成 17 年７月に施行された食育基本法に基づいた取り組みで、同法では「生きる上での基本であって、知育、

徳育及び体育の基礎となるべきもの」また「様々な経験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習

得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること」と位置づけられている。 

育児について誇りをもてるようになりたい 

子どもの育ちを大切にした指導 取組① 
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子どもが体験できる文化を根付かせて 

市が主催してスポーツと文化両面で新しい体

験ができるようにしてほしい 

様々な体験活動を通して、考える力や気づく力を培い、自らが考え、行動できる子どもを育む

ため、遊びを通じての体験や自然とふれあう体験、職場体験など、成長段階に応じた子どもの多

様な体験活動や地域での異世代間交流、仲間づくり、地域活動参加へのきっかけづくりを進めま

す。 

【施策に関連する市民の皆さんからのご意見】 

関連する事業 

5-5 小・中学生と乳幼児とのふれあい体験事業 担当課 教育委員会 

小学生、中学生が、乳幼児とのふれあう体験をすることで、「命の大切さ」を学ぶ機会を提供

します。 

5-6 異世代間交流事業 担当課 教育委員会、児童福祉課

小学生と高齢者、幼児と中学生などの異なる世代との交流機会をつくります。 

5-7 学校以外でも子どもが活躍できる場づくり 担当課 生涯学習課 

青少年体験活動支援センター、豊明市文化系ジュニアクラブ（ＣＪＣ）、スポーツクラブ、親

子ふれあい事業を実施します。 

5-8 職場体験 担当課 教育委員会 

市内の中学２年生を協力企業へ職場体験させ、働くことの大切さ、大変さを体感できるよう

にします。 

勉強だけじゃない大切なことを教える教育を

実践してほしいわ 

子どもの個性を育む体験 取組② 
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第５章 子ども・子育て支援事業計画 

           「量の見込み」と「確保方策」 
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１ 教育・保育提供区域の設定について

（１）法的な根拠

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、教育・保育、地域

子ども・子育て支援事業を提供する区域を定め、当該区域ごとに「量の見込み」や「確保方策」

を定めることとしています。 

■子ども・子育て支援法

（２）区域設定における国の指針

子ども・子育て支援法に基づく基本指針では、以下のとおり「教育・保育の提供区域」の設定

の考え方について示しています。 

☞地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を

提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める。 

☞小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅か

ら容易に移動することが可能な区域を定める。 

☞地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえる。 

☞教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。 

☞教育・保育施設等及び地域子ども子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、実状に

応じて、子どもの区分または事業ごとに設定することができる。

(３)区域の設定におけるポイント
「教育・保育の提供区域」の設定にあたっては、国の基本指針を踏まえ、以下のポイントにつ

いても考慮することが必要と考えます。 

① 教育・保育の提供にあたり、区域内での量の見込みの算出が可能であるか

設定した各区域内の教育・保育施設の設置状況に大きな差が生まれないことが必要である。細

分化し区域を設定することで、特定の区域には複数の教育・保育施設を有し、他の区域において

は施設がないなど、極端な格差が生まれないよう配慮が求められる。 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第６１条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保

その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定め

るものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 ⑴ 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供する

ための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ごとの

当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第１９条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における

労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同項第３号に掲げる小学校就

学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量の見込みならびに実施しようとする教育・保育の提供体制の

確保の内容及びその実施時期 

 ⑵ 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込みなら

びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

（以下省略）
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② 区域内の広さが日常的な生活圏域とかけ離れていないか 

設定した区域の広さとして、交通事情など含め、移動が容易であることが求められる。教育・

保育施設の利用にあたり、移動時間がかかり過ぎることは避ける必要がある。 

(４)教育・保育、その他子育て支援に関する施設の配置
市内には、９つの小学校と３つの中学校があります。小学校区の場合、保育園は１校区（１～

２園）、中学校区では１校区（２～３園）程度になります。 

(５)教育・保育、子育て支援事業の区域

本市における、教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の提供区域は、全市を

１区域として定めます。また、できる限り保護者の希望どおりの保育サービスが利用で

きるように努めます。 
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２ 教育・保育の量の見込みと確保方策

（１）認定区分と提供施設

■認定区分と提供施設 

認定区分 提供施設 

１号認定 
３－５歳、幼児期の学校教育(以下「学

校教育」という)のみ 
幼稚園、認定こども園 

２号認定 ３－５歳、保育の必要性あり 保育所、認定こども園 

３号認定 ０－２歳、保育の必要性あり 保育所、認定こども園、地域型保育事業 

（２）１号、２号、３号認定の子どもが利用できる施設

■認定別 子どもが利用できる施設 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

対象となる子ども 

３歳以上 ３歳以上 ３歳未満 

制限はありませ

ん 

保育の必要性

があり、教育を

受けさせたい 

保育の必要性

がある 

保育の必要性

がある 

利
用
可
能
施
設

認定こども園 ○ ○ ○ ○ 

幼稚園 ○ ○   

保育園   ○ ○ 

地域型保育事業    ○ 

■豊明市の教育・保育施設数（平成 26 年度時点） 

実施か所 H25.5.1 現在利用人数 定員 

私立幼稚園 5 720 人 1,570 人

公立保育園 10 1,049 人 1,120 人

私立保育園 3 270 人 258 人

認定こども園 無し - -

認可外保育施設 3 37 人 75 人

事業所内保育施設21 1

21保護者の勤務する企業や病院などの事業所が運営し、職場内または周辺にある施設。一般の保育所では対応で

きない深夜や休日などの勤務に応じた保育にも対応しているケースもある。 
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① 1 号認定・２号認定、教育を希望：主に幼稚園へ通う園児数 

単位：人

過去の実績 H24.10.1 現在 H25.10.1 現在 

市内の私立幼稚園 園児数 1,482 1,408

うち、豊明市在住の園児数 742 736

豊明市在住で市外の幼稚園へ

通う園児数 
9 11

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

量
の
見
込
み

１号認定 592 585 586 575 576

２号認定（教育

のニーズあり）
117 114 114 110 110

広域通園 

（東郷町より） 
60 60 60 60 60

広域通園 

（市外より） 
約 640 約 640 約 640 約 640 約 640

A 合計 1,409 1,399 1,300 1,385 1,386

確
保
の
内
容

市内の幼稚園 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570

認定こども園 - - - - -

B 合計 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570

B－A 161 171 270 185 184

【提供体制の考え方】 

市内には ５つの私立幼稚園があり、全体で1,570人の児童が通うことができます。 

平成 25 年の実績では、他市町から市内の幼稚園へおよそ 700 人が広域通園利用となってお

り、最も多い通園先は「名古屋短期大学附属幼稚園」でおよそ 270 人、次いで「暁幼稚園」で

およそ 120 人、「双峰幼稚園」でおよそ 100 人、「豊明幼稚園」でおよそ 70 人、「星の城幼稚

園」でおよそ60人となっています。 

市内在住の教育ニーズは、平成24年、25年ともに750人ほどで推移しています。 

 量の見込みに対して充分に確保量を満たしており、本計画期間中に新たな整備の予定はありま

せんが、私立幼稚園の施設整備方針を尊重しつつ、求められる事業量の確保に努めます。 
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②２号認定、保育を希望・３号認定：主に保育園へ通う園児数 

単位：人

H23.5.1 現在 H24.5.1 現在 H25.5.1 現在 H26.5.1 現在 

過去の実績  

（３歳以上、保育園利用） 
981 941 930 927

過去の実績  

（０歳    保育園利用） 
45 51 49 46

過去の実績  

（１，２歳 保育園利用） 
309 316 317 346

保育園利用者合計 1,335 1,308 1,296 1,319

２号認定（保育園希望） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 934 916 917 888 889

B 確保の内容
保育所 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065

地域型保育施設 0 0 0 0 0

B－A 131 149 148 177 176

３号認定 ０歳児 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 40 39 39 38 37

B 確保の内容
保育所 57 57 57 57 57

地域型保育施設 0 0 0 0 0

B－A 17 18 18 19 20

３号認定 １歳児、２歳児 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 385 387 384 382 379

B 確保の内容
保育所 386 386 386 386 386

地域型保育施設 0 0 0 0 0

B－A 1 -1 2 4 7
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【提供体制の考え方】 

増え続ける３歳未満児の保育ニーズに対し、既存の認可外保育施設を３号認定子どもの受け入

れ先として充実させます。複数ある認可外保育施設の中には、小規模保育認可のための準備をし

ている事業者もあり、地域型保育事業の拡充について、事業者等との連携を強化しつつ、公立保

育所の３号認定子ども保育にあたる保育士やスペースの確保に努めます。 

地域ごとの児童ニーズにできるだけ対応できるよう、保育士の人員配置を適宜見直しながら適

正に配置し、できるだけ保護者が希望する保育所に通う事ができる体制づくりをします。 

市内の保育所に通う子どもの数は、過去４年間で毎年約1,300人となっています。今後５年間

に保育所に通う子どもの数は最大で1,370人程をピークに、計画最終年の平成31年には1,315

人程に減少していくとみられており、新しい教育・保育施設の建設はありませんが、私立の参入

希望がある場合、誘致を支援します。 

※参考資料 保育園別の確保人数 

単位：人

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

（
（
参
考
：
保
育
園
別
の
確
保
人
数
）

認定こども園 - - - - -

沓掛保育園 119 119 119 119 119

青い鳥保育園 174 174 174 174 174

二村台保育園 138 138 138 138 138

舘保育園 142 142 142 142 142

中部保育園 185 185 185 185 185

内山保育園 48 48 48 48 48

東部保育園 68 68 68 68 68

栄保育園 173 173 173 173 173

南部保育園 88 88 88 88 88

西部保育園 90 90 90 90 90

むつみ保育園 119 119 119 119 119

からたけ保育

園 
132 132 132 132 132

ﾏﾐｰﾅ保育園 32 32 32 32 32

小規模保育 - - - - -

家庭的保育 - - - - -

居宅訪問型保育 - - - - -

事業所内保育 - - - - -

確保人数合計 1,508 1,508 1,508 1,508 1,508
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

（１）地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

豊明市は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、本計画より以下の 11 事業を実施

可能な体制にします。 

■豊明市における実施事業一覧（平成 25 年度時点） 

実施か所数 平成 25 年度実績 

①時間外保育事業（延長保育） ４か所 153 人

②放課後児童 

健全育成事業 
（放課後児童クラブ）

低学年 ９か所 499 人

高学年 － 未実施

③子育て短期支援事業 － 未実施

④地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター、児童館）
11 か所 32,156 人日

⑤一時預かり 

事業 

幼稚園の預かり事業 幼稚園５か所 16,028 人日

その他の一時預かり 

（未就学児） 

保育所１か所 503 人日

保育所以外１か所 3,283 人日

⑥病児・病後児保育事業 １か所 53 人日

⑦ファミリー・サポート・センター事業<就学児

のみ>
１か所 687 人

⑧妊婦健診事業 612 人

⑨乳児家庭全戸訪問事業 541 人

⑩養育支援訪問事業 37 人

⑪利用者支援事業 － 未実施
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（２）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

①時間外保育事業 （延長保育） 

単位＝人

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績 75 105 134 153

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 171 169 168 164 163

B 確保の内容 180 180 180 180 180

B－A 9 11 12 16 17

【提供体制の考え方】 

 これまでの時間外保育事業は、11 時間の開所時間を超えて保育を行う事業で、公立保育所で

は３保育所、私立保育所では２保育所で実施してきました。 

 新制度では保育の必要量のふたつの区分（保育標準時間・保育短時間）に対応し、整備を行い

ます。 

保育短時間児童の時間外保育を利用する見込み人数の予測が困難なため、必要な人員の確保と

施設間連携による提供体制を整えます。 



74 

②放課後児童健全育成事業 （放課後児童クラブ） 

単位＝人

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績（低学年児童のみ） 400 410 477 499

【低学年】 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 537 531 523 534 522

B 確保の内容

二村児童クラブ 70 70 70 70 70

双峰児童クラブ 50 50 50 50 50

南部児童クラブ 70 70 70 70 70

北部児童クラブ 80 80 80 80 80

西部児童クラブ 60 60 60 60 60

ひまわり児童クラブ 105 105 105 105 105

コスモス児童クラブ 160 160 160 160 160

大宮児童クラブ 60 60 60 60 60

唐竹児童クラブ 50 50 50 50 50

B の合計 705 705 705 705 705

B-A(=高学年向け児童クラブ定員) 168 174 182 171 183

【高学年】

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 168 174 182 171 183

B の合計 168 174 182 171 183

B－A 0 0 0 0 0

【提供体制の考え方】 

 労働などの事情により、昼間保護者が家庭にいない小学生児童に対し、放課後や長期休暇中、

生活の場を提供し、その健全な育成を行う事業です。 

本計画では高学年の受け入れに関して定員を「各児童クラブの定員－低学年児童登録者数＝高

学年児童希望者の利用可能者数」として設定し、実施します。また高学年利用については、保護

者の就労状況をはじめ、祖父母の有無等の事由も事務局で勘案し、著しく育成に欠ける、または

育成を必要とする高学年児童を優先的に受け入れるとともに、現在の実施教室のほかに、高学年

の育成ができるような方法の検討を進めつつ、放課後子ども総合プランを推進する上で必要な、

小学校の空き教室を利用した子ども教室と本事業との一体型実施についても、関係機関との協働

体制を構築し、提供量の拡充を図ります。
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③子育て短期支援事業 ＜ショートステイ＞

※ニーズなし 

【提供体制の考え方】 

 市内に事業所がなく、またニーズもないことから、今後開所を希望する事業者がある場合に限

り、事業所設置を検討します。 

④地域子育て支援拠点事業 （子育て支援センター、児童館） 

単位：年間延べ利用人数

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績 40,493 37,375 37,421 32,156

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 42,768 42,840 42,336 41,700 41,004

B 確保

の内容

子育て支援センター 

３か所 
20,400 20,400 20,400 20,400 20,400

児童館 ８か所 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

B 確保の内容 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400

B－A 1,632 1,560 2,004 2,700 3,396

【提供体制の考え方】 

地域子育て支援拠点事業は、保育所や児童館等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・

育児相談等の基本事業を実施するものです。基本的な事業として、①交流の場の提供・交流促進、

②子育てに関する相談・援助、③地域の子育て関連情報の提供、④子育てや子育て支援に関する

講習等があります。利用希望等を勘案し、適正な事業実施に努めています。 

また、課題に対応できる高い専門性を有する職員を配置するなど、地域子育て支援拠点におけ

る相談支援機能を強化し、子育てケアマネジメントを実施します。 
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⑤一時預かり事業※

【幼稚園の預かり保育】

単位：年間延べ利用人数

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績（１，２号合算 幼稚

園の預かり保育） 
- 12,128 13,993 13,994

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見

込み

１号認定による利用 3,696 3,616 3,620 2,490 3,496

２号認定による利用 28,550 27,930 27,961 26,959 27,007

B 確保の内容 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

B－A 7,354 8,054 8,019 10,151 9,097

【その他の一時預かり】 

単位：年間延べ利用人数

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去 4 か年の実績（１，２号合算

幼稚園以外の一時預かり） 
1,871 1,390 2,802 3,786

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 20,435 20,269 20,141 19,661 19,483

B 確保

の内容

一時預かり事業 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ファミリー・サポート・センタ

ー（病児・病後児を除く） 
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

子育て短期支援事業

（トワイライトステイ） 
- - - - -

B－A -935 -769 -641 -161 17

※「幼稚園の預かり保育」は、幼稚園における預かり保育の量の見込み、「その他の一時預かり（未就学児）」については、

一時預かり、ファミリー・サポート・センター、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）、を含めた量の見込みとなりま

す。 

【提供体制の考え方】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児について、主に昼間保

育所その他場所において、一時的に預かる事業です。実施園ごとに整備を行う体制を構築し、利

用目的の明確化を含む一時保育事業のあり方を検討します。 

内山保育園の一時預かり保育にて、１日あたり最大５人を1か月あたり25日、さらに12か

月分で延べ1,500人を確保します。ファミリ－・サポート・センタ－にて、提供会員と両方の会

員合わせて 207 人の 1/3 が実際に活動すると仮定し、60 人が 1 か月あたり 25 日、さらに

12か月で延べ 18,000人が活動できるものとします。 
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⑥病児・病後児保育事業 

単位：年間延べ利用人数

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績 17 38 26 53

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 63 63 62 48 48

B 確保の内容

病児保育事業 - - - - -

子育て援助活動事

業（病児・緊急対

応強化事業） 

180 180 180 180 180

B－A 117 117 118 132 132

【提供体制の考え方】 

 児童が発熱や風邪等の病気となった場合、病院や保育所等に付設された専用スペース等におい

て看護師等が一時的に保育する事業です。 

 利用希望把握調査による利用希望量を勘案して、適正な事業実施に努めます。 

⑦ファミリー・サポート・センター事業（就学児のみ）※ 

単位＝年間延べ利用人数

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績 1,254 1,040 1,020 687

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 1,000 980 970 955 950

B 確保の内容 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

B－A 0 20 30 45 50

※就学児の利用分のみの量の見込みです。未就学児の一時預かりの事業量の見込みは「⑤一時預かり事業」の「その

他の一時預かり（未就学児）」に含まれます。 

【提供体制の考え方】 

市が設置するファミリー・サポート・センターが、育児の援助を受けたい者（依頼会員）と、育児

の援助を行いたい者（協力会員）との相互援助活動に関する連絡・調整を実施します。相互援助活動

の例には、子どもの預かりや送迎などがあります。 

 協力会員の拡大を目指すとともに、様々な預かりに対応するため、研修の充実による協力会員の個

人のスキル向上を目指します。 
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⑧妊婦健診事業 

単位：人

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績 637 685 627 612

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 562 555 545 534 524

B 確保の内容 562 555 545 534 524

【提供体制の考え方】 

母子健康手帳とともに妊婦・乳児健康診査受診票を添付し、妊婦健康診査費用の一部を助成してい

ます。その他にも妊娠中の過ごし方指導や、市の子育て情報についての冊子を配布することで、妊娠

中の講座の案内をします。 

⑨乳児家庭全戸訪問事業 

単位：人

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績 620 607 663 541

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 571 562 555 545 534

B 確保の内容 571 562 555 545 534

【提供体制の考え方】 

 保健センターの保健師が、生後 4 か月までの乳児がいる全家庭を訪問し、育児上必要な情報の提供

と、養育環境の把握を行います。本市では「赤ちゃん訪問事業」という名称で実施しています。 
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⑩養育支援訪問事業 

単位：人

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

過去の実績 - - - 37

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

A量の見込み 40 40 40 40 40

B 確保の内容 40 40 40 40 40

【提供体制の考え方】 

 養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるための支援

（相談支援・育児援助・家事援助等）を行う事業です。児童福祉法第6条の３第5項に規定する要支

援児童および特定妊婦、同条第8項に規定する要保護児童の人数を勘案して、適正な事業実施に努め

ます。

⑪利用者支援 

※利用者支援事業と同機能を持つ相談支援事業を、市の独自事業として実施します。 

【提供体制の考え方】 

 利用者支援に関する事業は、子ども・子育て支援にかかる情報提供、利用希望に基づく相談に

ついて、子どもまたは子どもの保護者が身近な場所で必要な時に支援が受けられるように、事業

を実施します。以前から市独自の事業として取り組んでいる事業であり、内容の更なる充実を図

ります。 
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４ 教育・保育の一体的提供および推進に関する体制の確保の内容

豊明市においては、幼稚園・保育所の施設的な環境整備や保護者の就労支援のみに視点を置か

ず、子どもの育ちを第一の優先順位とし、子どもが健やかに育つよう、教育・保育機能と施設の

整備（主に耐震）を一体的にとらえた環境の整備が重要です。 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う大切なものであり、子どもの最善

の利益を第一に考え、子どもたちに質の高い教育・保育の提供を行うとともに、保護者や地域の

子育て力の向上に向けた支援を実施するため、教育・保育の一体的な運営の推進を図ります。 

（１）教育・保育の一体的な提供の推進

 本市では、公立の幼稚園はありません。公立の保育所は計画期間内の空き定員に余剰が少なく、

今後５年間での認定こども園への移行は検討しないものとします。だだし、認定こども園への移

行について、市内の私立幼稚園および私立保育所が希望した場合、地域のニーズ、子どもの数、

子育て支援関連施設、教育施設の状況を勘案し、基準を満たした施設については認可していくも

のとします。 

（２）幼稚園及び保育所と小学校との連携の推進

本市には、子どものより良い教育提供と育ちのため、幼児教育研究協議会を設置しています。

協議会での取組のひとつに「幼保小連絡会」として、幼稚園、保育所、小学校など、各環境下で

の効果的な指導内容のほか、接続期における速やかな環境への対応等について検討しています。 
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第６章 推進体制 
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１ 計画の推進体制

本計画を推進するにあたっては、関係機関との連携を積極的に進め、横断的な施策に取り組む

とともに、学校などの教育・保育機関、企業、さらには地域住民と連携して、より多くの意見を

取り入れながら支援を充実させていきます。また、社会情勢の急速な変化にも柔軟に対応し、事

業へ反映します。新たな課題についても解決に向けて取り組みます。 

２ 進捗状況の管理

子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の進捗状況を把握することに加え、計画全体の成果

についても点検・評価することが重要です。子ども・子育て支援の推進においては、柔軟で総合

的な支援が必要であることから、これを評価するため、利用者の視点に立った指標を設定し、点

検および評価を各年度で行い、施策の改善につなげていきます。効果的で切れ目のない支援を実

施するため、PDCA サイクル（Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）を

繰り返し、精度を高めていくこと）の活用により、計画を推進します。

• 実行す

る

• 評価す

る

• 計画する• 改善す

る

Action Plan

DoCheck
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資料編 
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１ 策定経緯

実施時期 審議の概要、実施内容等 

平成 26 年２月 

ニーズ量調査 アンケート調査の実施 

実施期間：平成 26 年２月 18 日～３月３日 

対象者：未就学児の保護者 2,000 人、就学児童の保護者 1,000 人 

６月 

第１回豊明市子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

 ①アンケート調査結果報告 

 ②子育て支援施策について 

 ③子ども・子育て支援新制度について 

８月 

第２回豊明市子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

 ①子ども・子育て支援事業計画について 

 ②保育所の入所案件（案）について 

 ③保育料（案）について 

９月 

第１回豊明市子ども・子育て会議 

 ①子ども・子育て支援事業計画について 

 ②保育所の入所案件（案）について 

 ③保育料（案）について 

10 月 

子育てカフェの開催 

子育て支援センター「すまいる」にて参加者 15 名 

第２回豊明市子ども・子育て会議 

 ①子ども・子育て支援事業計画について 

 ②保育料（案）について 

 ③病児・病後児保育について 

平成 27 年２月 

パブリック・コメント22の実施 

第３回豊明市子ども・子育て会議 

 ①子ども・子育て支援事業計画について 

 ②パブリック・コメントの意見と市の見解について 

22市町村の基本的な施策などを策定する過程において、事前にその案を公表し、市民だれもが意見を述べることが

できる機会を設け、それに対する市町村の考え方を公表していく一連の手続き
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２ 豊明市 子ども・子育て会議運営規則

平成２６年９月２６日 

規則第２８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、豊明市附属機関設置条例（平成２６年豊明市条例第３４号。以下「条例」

という。）第３条の規定に基づき、豊明市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」とい

う。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 福祉団体の代表 

（３） 教育関係者 

（４） 保健または福祉関係者 

（５） 保育関係者 

（６） 商工関係者 

（７） その他市長が必要と認める者 

２ 前項第７号に規定する者は、別に定めるところにより公募することができる。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（関係者の出席等） 

第６条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しく

は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部児童福祉課において処理する。 

（委任） 
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第８条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、会長が子ども・

子育て会議に諮って別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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３ 豊明市 子ども・子育て会議委員名簿

氏 名 所   属 要   件 

１ 豊田 和子 桜花学園大学教授 学識経験者 

２ 杉山 由賀里 東名古屋豊明市医師会代表 保健または福祉関係者 

３ 上村 元郎 
豊明市民生児童委員協議会 

児童福祉部会代表 
福祉団体の代表者 

４ 樋口 正紀 
豊明市社会福祉協議会 

事務局長 
福祉団体の代表者 

５ 小崎  真 
豊明市教育委員会 

指導室長補佐 
教育関係者 

６ 伊藤 麻耶香 
愛知県中央児童・障害者相談セン

ター 
保健または福祉関係者 

７ 小川 百合子 
愛知県瀬戸保健所 

健康支援課長補佐 
保健または福祉関係者 

８ 近藤  譲 からたけ保育園長 保育関係者 

９ 石田 英城 星の城幼稚園長 保育関係者 

10 山崎 眞代 西部児童館母親クラブ代表 保育関係者 

11 石原 正枝 なかよし共同保育所 保育関係者 

12 伊藤 裕 豊明市商工会 商工関係者 

13 稲垣 祐子  
その他 

市長が必要と認める者 

14 時髙 厚子  
その他 

市長が必要と認める者 

（敬称略・順不同）
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４ 用語解説

あ行 

育児休業

労働者は、対象となる子どもが１歳（一定の条件を満たす場合は、１歳６か月）に達

するまでの間で、申出により子どもを養育するための休業を取得することができ、事業

主は、このことを理由に解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止されている。また、

育児休業の他に、一定の要件を満たした中で、働きながら子どもの養育ができる制度と

して、時間外労働や深夜業の制限（小学校就学前の子どもの養育を行う場合）の制度、

勤務時間の短縮など（３歳未満の子どもの養育を行う場合）の措置がある。 

一時預かり事業 

保護者の断続的または短期間の労働や傷病等による緊急時その他の理由により、家庭

で子どもの保育が困難な場合に、一時的に子どもを預かる。 

ＮＰＯ（民間非営利組織：Non Profit Organization） 

「市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進」（法第

１条）することを目的として、平成 10 年 12 月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が

施行された。ＮＰＯ法は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の自主性、自律性を尊重

する観点から、様々な形で行政の関与を極力抑制しており、設立手続において認証主義

を採用するとともに、ＮＰＯ法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによっ

て市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている。 

こうした中で、現在多くのＮＰＯ法人が設立認証を受け、各地で様々な活動を行って

おり、新たな公益活動の担い手としての期待が高まっている。 

延長保育（時間外保育事業） 

保育標準時間：保育時間終了後の 30 分間、延長して保育を行う 

保育短時間：開園前の 7:30～8:15 および保育時間終了後の 16:15 以降の時間に延長し

て保育を行うこと 

か行 

教育・保育施設 

「認定こども園法」に規定する認定こども園、「学校教育法」に規定する幼稚園、及

び児童福祉法に規定する保育所をいう。 
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子育てグループ 

育児をしている親同士が楽しく子育てができるように、子育てに関する情報交換や交

流などを目的に自主的に結成されたグループ。 

子育て支援センター 

子育てに関する情報提供・相談・指導、子育ての学習・交流事業の実施、子育てグル

ープの育成・支援など、地域の子育て家庭への支援を行う。 

子ども・子育て関連３法 

「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援

法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の３

制度のこと。 

子ども・子育て支援 

全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国もしく

は地方公共団体または地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子ども

の保護者に対する支援。 

子ども・子育て支援事業計画 

５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需

給計画。新制度の実施主体として、特別区を含めた全市町村が作成する。 

さ行 

事業所内保育施設 

保護者の勤務する企業や病院などの事業所が運営し、職場内または周辺にある施設。

一般の保育所では対応できない深夜や休日などの勤務に応じた保育にも対応しているケ

ースもある。 

事業所内保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において、事業所の従業員

の子どものほか、地域の保育を必要とする子どもの保育を行う事業。 

次世代育成支援対策推進法 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育

成支援対策」を進めるため、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、

平成27年までの10年間に集中的かつ計画的に取り組んでいくことを目的に、平成17年

４月１日から施行されている法律。  



90 

児童 

法律により定義が異なり、学校教育法では満６歳～12 歳までを学齢児童、児童福祉法

では、満18歳未満を児童と定義する。なお、本文中では、法的、専門的な記述について

は「児童」、その他については「子ども」という表現を用いている。 

児童館

児童福祉法第40条に基づく児童福祉施設である児童厚生施設の一種で、児童に健全な

遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的としている。児童の遊

びを指導する者（児童厚生員）が配置されている。 

児童虐待 

身体的虐待、心理的虐待（言葉のおどしや無視）、ネグレクト（養育・保護の怠慢、

拒否）、性的虐待など、子どもの健全な育成を妨げること。虐待を疑ったり発見した場

合の通告は、法律で義務づけられている。 

児童福祉週間 

児童福祉の理念の周知を図るとともに、国民の児童に対する理解と認識を深め、児童

愛護の責任を自覚するよう強調するため、昭和22年にスタートして以来、毎年５月５日

の「こどもの日」を中心に全国的に実施されてきた。 

就業率 

15 歳以上の人口に占める就業者の割合。総務省統計局が毎月行っている「労働力調査」

において、完全失業率とともに公表されている。 

小規模保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が６人以上19人以下で保育を行う

事業。 

少子化 

子どもの出生数の減少や出生率の低下が進行する状態のこと。高齢化や将来の人口減

少の原因となる社会問題として近年クローズアップされている。 

ショートステイ事業 

保護者が疾病・出産・看護・出張・学校行事等の社会的理由や、育児不安・育児疲労

による精神的負担の軽減が必要な場合などで、家庭での子どもの養育が一時的に困難と

なったときに、施設で数日預かる。 

食育

平成 17 年７月に施行された食育基本法に基づいた取り組みで、同法では「生きる上で

の基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」また「様々な経験を通じ

て『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することが

できる人間を育てること」と位置づけられている。 
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総合計画 

総合計画は、地方自治体が策定する自治体のすべての計画の基本となる、行政運営の

総合的な指針となる計画である。 

現在の総合計画（平成 18 年度～27 年度）は、21 世紀を迎えたこれからのまちづくり

をより発展的かつ具体的に推し進めることを目的としたもの。 

た行 

男女共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が保障され、この結果、男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受でき、ともに責任を担うことを意味する。 

地域子ども子育て支援事業 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、延長保育事業、病

児・病後児保育事業、放課後児童クラブ等の事業。 

地域型保育事業 

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う事業。 

な行 

認定こども園 

保育所及び幼稚園等における小学校就学前の子どもに対する保育及び教育ならびに保

護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、「保護者が働いている・い

ないにかかわらずすべてのこどもが利用できる」、「０～５歳の年齢の違うこども同士

が共に育つ」、「子育て相談などの子育て支援を行い、地域の子育て家庭を支援する」

等の機能をもつ。都道府県知事が条例に基づき認定する。 
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は行 

パブリックコメント 

市町村の基本的な施策などを策定する過程において、事前にその案を公表し、市民だ

れもが意見を述べることができる機会を設け、それに対する市町村の考え方を公表して

いく一連の手続き。 

バリアフリー 

障がいのある人等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となる段差等を取り除く

こと。広くは、障がいのある人の社会参加を困難にしている社会的、経済的、心理的な

すべての障壁の除去という意味で用いられる。 

病児・病後児保育事業 

地域の児童を対象に当該児童が発熱などの急な病気となった場合、病院・保育所など

に付設された専用スペースにおいて看護師などが保育する。または、保育中に体調不良

となった児童を保育所の医務室などにおいて看護師等が緊急的な対応などを行う。 

ファミリー・サポート・センター事業 

「子育てを応援したい人」と「子育ての応援をしてほしい人」が会員登録し、育児の

相互援助活動を行えるよう支援する。具体的には、事務所を設置し、会員同士の仲介を

する。 

ブックスタート 

「絵本」を抱っこされながら読んでもらうことで、赤ちゃんが人と一緒にいるぬくも

りを感じながら、優しく語りかけてもらう時間をもつことを応援する運動。 

放課後児童健全育成事業（学童保育、児童クラブ） 

放課後、家庭において保護者等の保護を受けることができない児童に対し、生活の場

を与え、仲間づくりや生活指導を行うことにより、児童の健全な育成を図ることを目的

とする。 

母子父子自立支援相談員 

母子家庭や寡婦の方々が抱えている様々な悩み事（生活上の問題、子どものこと等）

や母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸し付けの相談相手となり、問題解決の支援をする。 
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ま行 

民生委員・児童委員 

地方公務員法第３条第３項第２号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当する

と解されている。民生委員・児童委員の任期は３年間。児童委員は、児童福祉法第12条

により各市町村に置かれ、民生委員が児童委員を兼務している。民生委員は、福祉に関

する社会調査、相談、情報提供、連絡通報、調整、生活支援、意見具申を行い、児童委

員は、児童・妊産婦の福祉に関する相談・援助を行う。 

ら行 

リノベーション

既存の建物に 大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して 性能を向上させたり 

価値を高めたりすること。 建物の経年にともない、時代に合わなくなった機能や性能

を、建て替えずに、時代の変化にあわせて 新築時の機能・性能以上に向上させること。 

具体的には、耐震性や防火安全性を確保し、耐久性を向上させる、冷暖房費などのエネ

ルギー節約のため、IT 化など変化する建築機能の対応・向上のために行われる。 外壁

の補修、建具や窓枠の取り換え、間取り変更、給排水設備更新、冷暖房換気設備の更新

などをいう。 

わ行 

ワークショップ 

ある課題についてアイデアを出し合い、意思決定をする会議の方法。通常の会議との

違いは、誰もが自由に意見を言いやすいように工夫されていて形式張っていないこと、

グループの創造行為と合意形成に焦点をおいていること等。近年、住民参加型のまちづ

くりなどで、合成形成のために使われる手法で、様々なアイデアや意見の交換を通じて、

参加者全員で判断をしながら進める。 
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豊明市子ども・子育て支援事業計画

発行年月：平成 27年３月

〒470-1195 愛知県豊明市新田町子持松１-１
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